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第5巻第3章：東北地方のニホンザルの分布変遷と人の暮らし 
著者：三戸幸久
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ニホンザルの分布変遷と森の様子
ニホンザル分布の最縮小期は太平洋戦争後
　明治維新以降、日本全国でニホンオオカミ(Canis lupus hodophilax)やトキ（Nipponia nippon）など野生動物が絶滅たり激減したことはよく知られた出来事である。
　しかし、なぜ、どのように減少し、絶滅(地域的絶滅も含む)したのかは興味があるところである。ニホンオオカミやカワウソ(Lutra lutra)などの生き残りがいるのではないかと探す人は後を絶たない。
　たとえば、ニホンオオカミは20世紀の初頭1905年・明治35年頃には絶滅したとされ、ニホンカワウソ、トキやコウノトリ(Ciconia boyciana)、ニホンカモシカ（Capricornis crispus）は明治から昭和にかけて相次いで激減したとされる。ニホンザル(Macaca fuscata)も一時的にその分布が縮小し姿を探すのさえ困難な時期があった。その分布が全国的にみてもっとも縮小するのは太平洋戦争終戦後、昭和20年代後半である。
　このように絶滅・激減の時代が、明治初期から昭和の初期に集中しているのだが、どのように、なぜ激減あるいは絶滅していったのかニホンザルに焦点を当てて、とくに東北地方を詳しく見ていきたい。
ニホンザル分布の推移と特徴
　ニホンザルの分布がどのように推移したかを大正12年(1923年)、昭和28年(1953年)、昭和35年(1960年)に行われた全国ニホンザルの分布のアンケート調査でみてみよう。
  大正12年の全国アンケート調査は当時の東北帝国大学に在籍していた人類学者の長谷部言人が実施し、昭和28年の全国調査は動物学者の岸田久吉が、昭和35年の全国調査は日本モンキーセンターの竹下完がそれぞれおこなっている。
　この三回のアンケート調査は、ニホンザルの当時の分布状態を全国的に把握する上できわめて重要な資料であった。それぞれの調査の依頼先がおもに郡長、林野庁、各行政機関などであったが、実際の回答者はたぶん現地の状況・情報をよく知っている猟師や農民、林業従事者だったと考えられる。方法としては彼らからの聞き取りやメモ書きなどであったはずである。聴取者の人数をはじめ、聴取した季節、個人の経験や印象、記憶の差、時代の制約、地域名の特殊性や方言などまちまちで、その精度や確度は均一ではなかったであろう。
　このような状況を納得したうえで、ここではこの三回のアンケートともニホンザル生息情報としてはほぼ同等の精度とみなした（※1）。
　本論で紹介する地域をおもに東北六県(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県）とし、それぞれの生息情報をできるだけ現地におもむいて確定し、それをもとに五万分の一の地形図を分布復元の作業図として、一定の作図ルールで該当する分布図を描いた(図．1　２）。これらの分布図を互いに比較するために、ここでは約10Kmメッシュで表現したもの（図．3～5）を紹介する。これに加えて1978年に実施された環境庁の緑の国勢調査結果図(図．6）を比較のため掲載しておく。
　なお、他県の状況をも知るために島根県、山口県の分布図もメッシュ図で作成し、あわせて愛知県犬山市でのニホンザル消滅のケースなども検討した。
　【※１．三つのアンケート結果がどれほど実際を反映しているのか、その信頼度評価について論ずるのはたいへん難しい。ここでは結果論的ではあるが、それぞれを地図化していくと、例えば、東北地方の同一地方でその分布情報が三回のアンケートの時間的推移にそって一貫して分布が縮小、あるいは消滅していること。とくに東北地方の場合は、唐突にそれまでの空白地域に生息情報が現れることはない。また、現地聞き取り調査などでえられた情報とも矛盾しない。などを根拠に分布変遷を理解するうえで、おおよそではあるが分布復元作業に、それぞれ耐えうるものであり、ほぼ同等の精度を持っていると判断した。】
　東北六県の４つの図をとおしてみると、どの県も大正時代の1923年から昭和の1960年にかけて生息情報がいっかんして減少しているのがわかる。1923年（大正12年）から1953年（昭和28年）にかけての約30年間の減少は明らかであり、岩手県、秋田県、福島県の地域的絶滅は広域で顕著である。また、もっとも少なくなるのは1960年（昭和35年）のアンケート時であり、全県をとおしてみると、大正年間より昭和年間の方が減少しており、終戦後～1960年に向けて、落ち込みはピークをむかえているのがわかる。
　ところが、その約18年後の1978年（昭和53年）時には状況は一変したようで、生息情報は増加に転じている(表．1）。
　そして、ここではっきりすることは、いったん生息情報がなくなった岩手県～秋田県にかけての広大な空白域は1978年時においても群れの生息情報はなく、依然空白のままである。（岩手県の場合、1978年から約30年後の2007年時点でも五葉山の一地域を除いて群れ情報はない。なお、ここで扱うニホンザルの生息情報とは、「群れ」情報の意味で、地域が一定されたものは分布という表現も使う。ニホンザルの場合ハナレザルは各地で目撃されているがここでは原則として分布状態とはしない。）
　この明治からの100年ほどの間に何が起こっていたのか、1923年から1960年にかけての生息情報の減少や地域的絶滅をみてみよう。
  この時期、青森県夏泊半島の南、東岳－折紙地域の生息情報が消滅している。
　｢古来十和田の一名物は猿であった。明治末ごろまでは確かに棲んであったが、今はその影を認めない。」と浅瀬石川郷土志（1976年）に伝える十和田湖周辺のサルたちは消滅している。それぞれ2007年時点で分布は回復はしていない。
　福島県の東北部の安達郡日山山中地域、同県南部中央の二俣山＋甲子山地域のサル情報も同じく消滅し現在もいない。
　1960年以降よく生態調査が継続されている下北半島では、1923年時に回答があった北東部の葉色沢地区(○で囲んだ地域）、西部中央の縫道石山(628m)地区(楕円で囲んだ地域）(図．７）は1960年時点では消滅しており、以降1980年時点でも回復はみられなかった(図．８)。その後の分布の拡大によって現在(2008年)この地域はふたたび分布する地域となっている(図．9)。
 ちなみに江戸時代にさかのぼって、群れにあった記録や狩猟記録を地図に重ねると東北地方のほとんどの地域で分布地がより広くなるのがはっきりする(図．10)。
東北地方は、もともとサルが少なかったわけではない
　縄文時代をもちだすのは、はるか昔すぎて比較にならないかもしれないが、ニホンザルの古骨が出土した遺跡をあげれば、瓢箪穴遺跡（下閉伊郡岩泉町岩泉四十地割下岩泉）、鍬ケ崎貝塚（縄文前期、下閉伊郡宮古市）、磯鶏地ノ神貝塚（縄文中後期、宮古市）、蛇王洞洞穴（縄文早期、気仙郡住田町上有住）、竜泉洞新洞（縄文早期の遺跡　田野畑村）、大洞貝塚（縄文晩期の遺跡　田野畑村）など多い。獲られ喰われていたことはほぼ確かであろう。
  時代が下って、近代以降では、十和田湖畔ではニホンザルの生息記録が多く､さきにも紹介したが、
｢古来十和田の一名物は猿であった。」と浅瀬石川郷土志（昭和51年）が「十和田の名物」というからには相当数のサルたちが群れていたはずである。
　また、岩手県岩泉町猿沢は、下閉伊郡志によれば、もとは「福沢」といっていたが野猿が多く生息するので「猿沢」と改称したという。
　明治２年(1869)南部藩物産調（大野・晴山文書，晴山尚雅「南部風土記」）の九戸郡をみると、つぎのような地域でサルやサルの胆が産物になっていた。閉伊郡遠野通（猿、猿胆、）、同郡大槌通（猿胆、）、同郡宮古通（猿胆、）、　同郡野田通（猿胆、）。「通」というのは当時の行政区で、現在の大きな市町にあたる。「産物」に明記・登録されるということはよほどの数のサルがいたことを意味していよう。その九戸郡も大正12年(1923)のアンケート調査では「五六十年前には各所に目撃する程なりしも近年その数を減ず」と減少を伝える。上閉伊郡甲子村の回答でも「十数年前に数十頭の大群を見た・・・」、気仙郡　越喜来烏頭では、「(多)五十匹位棲息」。同じく気仙郡　唐丹桐ケ柵では「(寡)時として二三十群をなしていることあり」。
　以上紹介した地域は、現在、五葉山地域を除いてことごとく消滅している地域である。
　では、江戸時代どれくらいの密度でいたであろうか。参考までに1960年代以降調査が継続されている青森県下北半島で、その頭数密度（１Km×１Kmメッシュ中の頭数）をみてみると、
 表．２
	調査年
	推計　群
	推計　頭数
	分布区画数

	1970年（昭和45年）
	7群
	187頭
	約104区画

	1982年（昭和57年）
	8群
	377頭
	約169区画

	1998年（平成10年）
	17群
	732頭＋α
	約496区画

	2002年（平成14年）
	27群
	1081頭＋α
	約539区画

	2005年（平成17年）
	29群
	1323頭＋α
	約585区画


となっている。各年時で生息分布している面積を基準地域メッシュ図(3次メッシュ、約１×１Ｋｍ＝１区画）に表現しなおして、その密度を単純に計算してみると、下北半島では1区画（約１Ｋｍ×１Ｋｍ）の広さの中に平均して1．95頭、約２頭おり、群れは1区画の中に0．17群いることになる。
　たいへんおおざっぱであるが、東北六県の面積は約63410Km2で江戸時代の森林被率を少なめに見積もって約70％とすると、区画数はおおよそ44400区画となる。下北半島で得られた数値をあてはめてみると東北六県の面積でおよそ7500群約86600頭という値になる。
　森林の植生の変化やサルの暮らしぶりによってその密度は変動する。基本的には野生動物は増えよう増えようとしているわけでもあるから、ヒトからの狩猟圧がなければ、この個体数密度はより高くなるはずである。東北地方における参考密度としておく。
全国的にみられる傾向
　くりかえすが、東北地方の各地域ではそれぞれの特徴があるが大まかにみれば、さきにふれたように明治、大正、昭和20年代(～1955年)にかけては減少傾向にあり、昭和53年（1978年）の緑の国勢調査(図．６）では増加に転じている。
　こうした傾向は東北地方に限ったことではなく全国でもみられる。つぎにそれをみてみよう。
・島根県の場合
　ここでもいっかんして減少傾向にあるが1978年(昭和53年）には急に増加している(図．11～図．14）。特徴的なのは分布情報の時間推移に分布地に不連続がみられることである。空白地に突然、生息情報が現れては消える。（これはつぎに紹介する山口県でも似た現象がある。）
・山口県の場合
　図．15は防長風土注進案(1841年編)に出てきたサル情報（林勝治：1989）を地図化しメッシュ図におとしてみたものである。この県でも全体的に減少傾向にあるものの、よくみると地域的に分布情報の突然出現がみられる(図．16～図．18)。この特徴は前に紹介した島根県やここでは紹介しないが九州宮崎県でも似ており、年代によって分布情報地点が他に飛ぶことがある。
　この原因としていろいろ考えられるが、東北地方と対比してみると、１．生息環境、おもに東北地方の落葉広葉樹の森と中国地方の常緑樹の森の質に理由があるのか。２．東北地方と狩猟方法が異なっている(狩り尽くしはしていない、できない）か。３．ニホンザルの繁殖力に差があるものなのか。４．アンケートに対する地域差なのか、などなど疑問がでてくる。こんごの検討事項である。
　そして1978年時点ではやはり分布情報は増加している。
・愛知県犬山市の場合
　筆者が在住する愛知県犬山市の、過去のニホンザル絶滅過程を調べたことがあるが、ここでも、大正、昭和にかけて減少している(図．19～図．21）。そして1955年（昭和30年)時点で犬山の野生ニホンザルは絶滅している。そして、現時点(200９年　平成21年）でも分布はない。
ニホンザルのすむ森の様子とニホンザルの分布の推移
  これまで東北地方を中心にした各地のニホンザルの分布推移を見てきたが、つぎに森林の変化との関係でみてみよう。
　ニホンザルという動物はもともと食べ物をはじめ生活場所のほとんどを森や林に依拠しており、とうぜん森林の状況の変化が分布に大きな影響を与えていると考えられる。
　日本列島での人々の暮らしもまたすべてにわたって木材依存は強く、西洋の石の文化に対比されて、木の文化といわれるほどの特徴があるといわれている。江戸時代から昭和の大戦後まで、民家家屋はもちろんのこと社寺仏閣、架橋、鉄道建設など建築の資材のほとんど、道具類や食器、衣類、和紙にいたるまで、燃料に至っては日々の炊飯、暖房はいうまでもなく陶磁器制作の燃料、鉄器の生産、製塩などなどすべてを木材すなわち森林に依存していたといえる。人口増加と各種産業の発展にとって森林の消費は不可欠で消費量の増加は不可避だった。その結果、江戸時代から昭和の終戦にかけて、とくに都市周辺には荒れ地や禿げ山がひろがり、土砂崩れや洪水など深刻な災害をも招いていた（千葉：1991、中堀：1996ほか、）。
  こうした森林環境の変貌はその時代の人間の諸活動が原因であることは間違いなく、その森林に依拠して生活するニホンザルに影響を与えないはずはない。このほぼ常識となっていた前提から出発すれば、前述の明治～昭和にかけての約100年の間に、分布の縮小や消滅までしてしまったニホンザルの身の上に起こった出来事が、狩猟圧によることを付言しながらも、その主原因が森林の貧弱化や荒れ地化にあったとし(上原・小金沢：1976、天笠・伊藤：1978)、人口に膾炙していたことは当然のことであった。
　しかしながら、調査をすすめると事はそんなに単純ではなく、森林の劣化がすなわち「群れの消滅」につながるわけではなく、逆に森林があれば群れは存続するかといえばこれもまた否といわざるをえない例もでてくる。それをつぎにみてみたい。
　まず前者の例からみてみよう
愛知県犬山市の場合
　ふたたび、愛知県犬山市のニホンザル分布変遷を森林との関係で、まず森林の変遷をたどってみよう。図．22は1889年(明治22年）測図の犬山市丘陵部(地層の基盤はチャート）の部分であるが、すべて荒れ地マーク（アミ部分）がついている。図．23は愛知県が作った図であるが、この荒れ地状態は県全体でみても顕著である。この7年後の1896（明治29年）では針葉樹のマークが入り、植林なのかマツなどの実生によるものなのかはわからないが植生が回復しはじめていると受けとれる(図．24)。
　それを裏づけるように、6年後の1912年（大正元年）12月に起稿され1917年（大正5年）に発行された「愛知県丹羽郡誌」の第三章第一節には
　「本宮山（二ノ宮）、岩出山、大風山、愛宕山、高根山あり、これら一帯の山地は昔は樹林鬱蒼たりしが、濫伐の結果、一時禿山になりしも、近時、また、植林に依りて稍々（しょうしょう）山相を備ふるに至れり」
とある。要約すると犬山の丘陵地帯は江戸時代鬱蒼とした森があったが乱伐の結果一時禿げ山になった。最近、明治後期になって植林され少しばかり山らしくなってきた、というものである。
　しかし、その後のこの丘陵地の林相は、この地域の地盤がチャートの岩盤が基層なので20年経た1935年（昭和10年）の写真で見ても上空から尾根道がよく見えるほどで(図．25）、十分木々が育ったとは言い難い状態である(図．26）。
　ようするに、犬山の丘陵地の林相は明治～大正時代（すくなくとも1868年～1935年）にかけての約80年間はとりわけ貧相な状態であったことがわかる。
　これにニホンザルの分布を重ねてみよう。
   1880年（ 明治13年）に刊行された尾張名所図会の丹羽郡栗栖村の項(図．27）には、
   「栗栖山　同村にあり　樹木しげりて奥深幽陰の地なり　中でもカンカケなどいへるあたりは常に猿多く群来て往来の人に石など打つけおり　本州（尾張）の山に猿多きは此の辺に　かぎれり」
と、サルの情報があり、サルも描かれている（図．28）。この尾張名所図会は編集開始は江戸末期であろうから、江戸時代の末期には森も多く、サルたちの姿もよく見られたと思われる。これをさかのぼる130年ほどの前の享保・元文諸国産物帳では尾張国丹羽郡の産物にもまた春日井郡の産物にもサルの記録があり、丹羽郡犬山の産物にもサルが記録されている。近世、尾張地方の丘陵地帯にはまだサルたちが広域に暮らしていたことが推定される。
　問題は、時代をくだって丘陵地が荒れ地になり、林相が貧相になったまっただ中の時代にサルはどうなったのかである。1923年（大正12年）のアンケート調査では、
「愛知県丹羽郡城東村栗栖　　棲息状況　少　　備考欄　百匹位？」
と回答している。サルたちは百頭と表現できるほど生息していたのである。じっさいに百頭より少なかったとしても、さきにふれた「近時、また、植林に依りて稍々山相を備ふるに至れり」（大正元年）という植林した針葉樹がわずかに育ってきていた時期において群れとして認識できるほどの頭数は暮らしていたと推定してよいだろう。
　かつて、私は、昭和25年当時営林署の仕事をされていた古老（仙石政雄さん1906年（明治.39）生まれ）にお話を聞いたことがあった。仙石さんは
「（栗栖には）大正のころも群れがおって20～30頭ぐらいおった。一年中出とったが、中でも秋が多かったわね。」と話し、「戦前から戦後まで、・・・薬もなかったんでサルの頭を黒焼きにするんだろうね。よく善師野(山を越えた隣村落)から人が鉄砲を持って撃ちにきて、サルの死体を袋にいれてかついで帰っていきょったよ。よく出てきとったが、やっぱり川平がサルの巣だったね。あそこは崖が多くてあまり人もいかんし、たきもん（焚き物）とりもせんから、けっこう岩山でドングリも多かったでしょ。」
と語っている（三戸：1988 ）。
　森林の様子とサルの変遷をあわせながらまとめてみると、犬山のニホンザルは江戸時代、愛岐丘陵（愛知県と岐阜県にまたがる丘陵地帯）に連続して暮らしていた。明治時代前後にはこの丘陵地帯の林相は、焚き物とりや過度の伐採によって貧弱になり、サルたちの棲息状況も悪化した。しかし木曽川沿いの断崖には少しであるがまだ群れが暮らせる林がわずかに残っていたようで絶滅には至らなかった。しかし、大正時代～昭和の戦中・戦後にかけて狩猟がつづき、頭数は急激に減少していった。さきに見たように（図．２１）1955年（昭和30年）群れの最後は、木曽川沿いの断崖がつづく一帯であったとおもわれ、その後、群れは消滅するのである。2009年（平成21年）現在も群れの復活はない。
　愛知県犬山の場合は、分布の衰退の要因が林相の貧弱化であったと推定してよい。しかし群れの消滅の直接的な原因は、栗栖の古老の証言にあったようにやはり狩猟圧であったとしてよいだろう。狩猟がなかったならば群れはこの地で生息しつづけていたはずである。なぜならば1947年(昭和22年）極東米軍空撮の同地区(図．29）を見るかぎり、このころの林相は回復基調にあり禿げ山というよりも、二次林の発達が十分みて取れるからである。
山口県内陸部の場合
  本州最西端、山口県もやはり江戸年間に記録されている内陸部のニホンザル生息情報（防長風土注進案1841年）はかなり広域に分布していた(図．15）。しかしこの分布情報は約80年後の1923年（大正12年）のアンケートではほぼ消える。
　明治時代に測図された地形図を調べてみると、江戸時代のニホンザルの生息情報がある村々の周辺には荒れ地マークが多い(図．30、図．31)。この荒れ地マークは明治時代測量のものであるから、明治時代以前に荒れ地が多かった可能性は高い。「アトラス日本列島の環境変化1995朝倉書店p.78」を参照してみかぎり、近世末期（1850年)の山口県地方の状況はやはり「禿げ山」の地域が圧倒的に多いことがわかる(図．32）。ということは、山口県のサルは江戸時代からかなり劣化した森林環境でも暮らしていたことになる。
　中国地方はサルを殺すことを忌み嫌い、獲って食べたり、利用する習慣がほとんどなかったという。岡山県津山盆地では、猟師は猿をとらず、サルという言葉を忌んで使わない。牛厩の口に猿の頭骨を祭って牛の健康を望む風習はこの地一般の習慣だが、その頭は岩手県あたりの猟師から買った」という記録もある（千葉：1969）。ではこの地方に狩猟圧がなかったといえるかとはいえば必ずしもそうではない。写真は1923年（大正12年）ころ島根県のある地方でとられたサル狩猟時のものである(図．33）。
　江戸時代、山口県地方のニホンザルたちはかなり禿げ山の多い中央部の地方でも暮らし生き延びていたこと。そして他地域と同様、明治時代から大正時代にかけてその中央部のサルたちは激減し、地域的に消滅いくという経緯をたどったと推定できる。
　ところが1978年（昭和53年）調査では、ここ山口県においても状況は一変し、サルの分布情報は急速に増加し、面積的にも分布が拡大するのである。
　この急速な拡大を見る限り、それまでの縮小傾向はやはりかなり強い規制がかかっていたと見るべきであろう。その規制を江戸期より顕著にあった森林の劣化に求めるよりも、明治維新後、度重なる戦争を経て頻繁となっていた狩猟が原因であったとみるほうが現実に近いのではなかろうか。
　そして、その18年後の1978年(昭和53年)時の生息情報の爆発的ともいえる拡大は、いなくなったと思われていたサルたちがどこかに逃げ隠れしていて一気に勢力を盛り返し分布を広げたようにみえる。そしてなによりも日本が高度経済成長期による経済構造の激変、それにともなって、自然生物資源への依存が減少し、狩猟圧もほとんど無くなったことを示唆していまいか。
　
　つぎに、後者の例“森林があれば群れは存続するか？”をみてみよう。自然林が維持されている中でのニホンザルの分布の消滅である。
　青森県東岳地域の場合
　図．34を見てほしい。大正初期に測図された青森市周辺の地図を植生などを塗り分けたものである。青森市の南側、弘前市の東側（この地図範囲にはない）に荒れ地が広がっている。1923年大正時代のアンケートによるニホンザルの生息地は右端の横線部分であるが、ここは広葉樹林と広葉樹と針葉樹の混交林が広がる地域に当たる。
　ところが1953年（昭和28年）のアンケートには生息情報はない。森林の様子を1962年（昭和37年）空撮の写真で見ると、東岳周辺には年を経た良質な広葉樹の森林が写し出されており、上下折紙周辺には一部下折紙左岸に伐採跡地が認められるものの、これまた針葉樹と広葉樹の混交林が広大に広がっている。すなわち、1962年（昭和37年）の森林の様子は豊かな森と形容してよい状態である。この地域は昭和前半以降分布のない状態がつづき今日に至っている
　十和田湖周辺の場合
  1914年（大正3年）測図の地形図（図．35）で見ると十和田湖周辺の全域が広葉樹の森でおおわれ、これが1947年(昭和22年）極東米軍の空撮（図．36）においても、ほとんど手を付けていないかのような森が残されているのがわかる。十和田湖の周囲は1936年(昭和11年）には国立公園に指定され樹木伐採も鳥獣猟も禁止されており、この状況は現在にいたっても基本的に変わらない。
　いっぽうニホンザルの分布を見ると、かつて浅瀬石川郷土志に「古来十和田の一名物は猿であった。」と記された十和田湖のサルは、1923年(大正12年)のアンケートでは、十和田湖東の青森県に属する「法奥村十和田」および十和田湖西側の秋田県に属する「七滝村十和田付近」が生息していると回答されている。しかし、この両生息地は1953年（昭和28年）のアンケート調査では回答はなく、以降現在(2009年)においても群れの確認はない。この両地域は1936年(昭和11年）に国立公園に指定され鳥獣捕獲が禁止されているから、浅瀬石川郷土志編纂時1931年に「明治の末ごろまでは確かに棲んであったが、その影を認めない」といっていることを限りとすれば、この両地域のニホンザルは1923年～1931年のわずか８年の間に絶滅してしまったことになる。
　このように安定した森林でも絶滅してしまったのである。この十和田湖地域の森の様子と比較的よく似ている場所に青森県～秋田県境の世界遺産「白神山系の森」がある。白神山系ではニホンザルの分布は残り、現在に至っている。その違いは、山の深さ(地形の傾斜度）の関係か、狩猟圧が及ばなかったのか。たぶんその両者が重なって絶滅から免れたとしてよいだろう。
　アトラス「日本列島の環境変化」の資料での土地利用や林野利用の変遷とニホンザルの生息情報をつきあわせてみると、東北地方の岩手県、秋田県の各地域でも両者の関係は上記とほぼ同様、比較的豊かな森があるにもかかわらず絶滅していく状況が読み取れる。
　以上、東北地方と愛知県、山口県のニホンザルの分布の盛衰を見てきた。まとめると江戸～明治にかけて植生環境がずいぶんと劣化していた地方（愛知県、山口県）でもサルたちは暮らしつづけていたこと。また、いっぽう東北地方でみたように、森が比較的豊かに残されていたにもかかわらず明治～昭和にかけて各地でその生息は途絶え、分布の大きな空白地を出現させた地域があったこと。
　そして1978年以降にニホンザルが生息するどの地域も分布の拡大が認められていること。しかし、一度、分布のおおきな空白地が出現すると、現在に至るも依然として回復していないことが確認できる。
　こうした植生の良劣のかかわりがなく、広域での分布の消滅や地域的な絶滅などは狩猟によってのみ起こりうるものと判断でき、それは明治維新以降の狩猟圧であったと結論づけておく。
狩猟圧と異なる害獣駆除圧
　なぜ各地でニホンザルは絶滅に至ってしまうまで獲られたのか。その要因と考えられる近世末期から近代にかけての農業害獣防除・駆除の内容も検討して見てみよう。
「山ふふき...（ヤマフキ） の茎をさき、それに米ぬかをふりかけて日にほし、垣根にかけたのを、雨が降りそうだととりおさめている老婆が言うには、『この山里は、しし、ましがおろけて....（あばれて）、粟穂、稗穂、豆、蕎麦など、みなしごいて食うので、収穫できず、このような草もかて..についで（食物の増量として）生活しているが、時には食物がつき、飢えることがある』と歎くのを聞いて涙が落ちた。」
　寛政５年（1793年）４月２７日  陸奥・南部・下北半島・滝山（現在：青森県下北郡脇野沢）（第３巻p.41「奥の浦うら」）
　現代もそうだが、昔もかわらず山間地方の農村部ではサル、イノシシ（Sus scrofa leucomystax）、シカ（Cervus nippon）などの獣の害は激しいものがあった。江戸時代各地で編まれた農書には害獣からの苦心の防除方法がつづられている。しかし、そのどれもが捕獲や駆除の方法には触れていない。会津（福島県）歌農書ではシカやイノシシ、サルを脅すためにカカシを立てておけとか、三河（愛知県）の百姓伝記ではカカシ、水ドウヅキ（シシオドシ）、鳴子を設置し、農繁期には見張り小屋に泊まり込んで弓の弦や空砲を鳴らすとよいとか、山の田には早稲を植えると良いなどが書かれている。また、秘伝としてオオカミの糞とオケラ、糠を炊き込んで風上に置くと獣たちが近寄らない、という方法まで記している。
　文政年間の江戸（東京）～埼玉にかけての地方のサルをはじめとしたサル追い払いの様子（「新編武蔵国風土記稿」1828年成立）、同じく文政年間の秋山郷（現在の長野県～新潟県）でのイヌがサル追っていく様子（「秋山紀行」1828年成立、鈴木牧之）、山口県江戸時代天保年間の情報（「防長風土注進案」1841年成立）に記録されたサル情報の多くはサルによる農林作物害と防除の記録であった。
　しかしこうしたサルなど獣の農作物被害は、江戸時代においては春の農繁期、秋の収穫時期などに集中しており、とくに収穫期の対策は、昼夜を問わない家族総出の見張りやイヌによる追い立てが主だったようだ。各藩によって対応がまちまちではあるが、強力な排除方法があったとはいえず、多くは藩主からの鉄砲付きの足軽の派遣や四季打ち鉄砲の貸出、しかも空砲での脅しに限られた場合も多かったようだ。そのどれもが比較的穏やかな対応方法である。
　ここにサル突き槍（秋田県由利本庄市石沢地区）がある（図．37）。サル突き用の槍の全長２ｍ94㎝、穂の部分の長さ16．5㎝（写真は由利本庄市石沢地区で2007年2月斎藤フサヨさん宅で）。石沢郷土誌1972年（昭和47年）によれば、かつては周辺の日住山(605.8m）、鬼倉山(589m)には多くのニホンザルが生息していたという。そしてみんな(地元の農民たちが主だったととおもわれる）で獲ってしまったのだと記してある。
　こうした平野部に近い地域では、村人総出で追い込み樹上へ追い上げてサル突き槍で突き殺していけばついには絶滅した可能性もある。しかし、山深く森が発達した深山地域でこうしたサル突き槍で群れを絶滅させるのは無理なことであった。
　このように日本全国どこでも昔から農民によるイノシシ、シカ、サルなどの追い払いは延々と続けられてきた。あるいは一時的な巻狩りや追い上げによる集団的捕獲・駆除はあったはずだ。しかし、肝心なのは、農民にとって農作物に被害がなければよいわけであって、農民たちはサルの姿がなくなればそれ以上追う必要はなかった。へたに群れを追って、田畑から自分が離れてしまったらその隙に違う群れや違う獣がここぞとばかり田畑にやってきてを荒らすおそれがある。モグラたたき状態とおもえばわかりやすいだろう。
　サルの群れを根こそぎ取り、分布の空白地帯を広域に出現させるためには、つねに奥山まで追い、獲りつづけ、根こそぎ獲る必要がある。これにはサルの習性を熟知した狩猟方法・技術、道具としての鉄砲、狩猟が継続できる生活スタイルが有効だ。近世までにおいてはマタギなど猟師たちの技術、態勢こそがその必要に応えることができたが、それに加えて、近代に入っての、獲るほどにメリットがあるような社会事情の変化があった。それは稼ぎになったこと、すなわちサルに対する人間側の需要の高まりがあった。
　藩体制の崩壊は様々な規制をなくした。16歳以上だれでもいつでも狩猟できるようになり、それまでの専業猟師たちの独壇場だった奥山の森に、そして普及しはじめた道具としての村田銃、元込め銃・猟銃をもって農民たちが“猟場”に参入してくるのである。農民たちは農繁期以外ひまさえあれば鳥獣を獲るようになった。「農民にして狩猟を営まない者はなかった」(岩手県川井村郷土誌)といわれるほどになるのだ。そして乱獲状態になっていくのだ。
まとめ
　１．ここでみたように近世の江戸時代からの農民たちによる追い払い圧力と明治以降強まった猟師（＋農民）の狩猟圧力は、その動機と体制において質的に異なっていたこと。
　２．江戸期に都市近郊の貧弱になった山の中でもニホンザルが生き続けられたのは、狩猟圧が小さかったからであり、明治以降、奥山の豊かな森の中でも絶滅してしまったのも、その背景には狩猟圧の本格的な高まりがあったからである。
　つぎに、獲り尽くしの背景としての狩猟心理と獲り尽くしの需要の中身をみてみよう。
　（その中に「自然資源」の賢い利用の心構えについても考察してみたい。）
獲りつくしの背景－１－狩猟心理
「秋田マタギ聞書」にみる、明治、大正時代の狩猟者の心理
武藤鉄城の「秋田マタギ聞書」(慶友社）から－
　マタギと聞けば、多くの人は東北地方の、古来からの狩人を思い浮かべるであろう。
　言い伝えではそのみなもとは平安時代ほどにさかのぼるようだが、東北地方という地理的な活動の場所を歴史的にみれば、大和朝廷の支配に抵抗したりしていた蝦夷の時代以前にそのルーツはさかのぼるのかもしれない。
　近代、あるいは現代まで継承されたそれらの狩猟専門の集団の狩猟観はどのようなものであったのか、その中に獣の獲り尽くしに至る要因はあったのかを探ってみる。
その時代の自然背景
　明治維新後、日本の野生動物が各地からつぎつぎと姿を消した。これまで述べてきたように、ニホンザルをはじめとした野生動物激減の直接の原因には、多くの人々によって行われた狩猟活動があった。
　野生動物激減の原因のすべてがマタギ集団の狩猟活動ではないにしても、東北地方の野生動物の多くはマタギらによって狩られ、地域的には姿を消した獣も少なからずある。明治前後より、東北地方でその獣をあげればオオカミ、カワウソ、シカやイノシシは姿を消し、ニホンザル、カモシカは激減している。
　こうした野生動物減少は全国的に見られ、その狩猟流行の背景には、明治維新以降、日本を覆った商品流通経済の拡大とそれに伴う近代猟銃の流布があった。専業猟師たちは、その猟銃を駆使しながら、商品流通経済の生産部分の一端を担い生活していたのである。
　ここではその狩猟活動なるものがどのような狩猟心理で遂行されたのか、 結果的に地域的絶滅をまねいてしまった心理を狩猟者のシンボル的存在でもあるマタギの中に探ってみたい。
※　ここで紹介する資料は、武藤鉄城という人が著した「秋田マタギ聞書」という有名な書籍である。武藤鉄城は、昭和初期に東北地方で活躍した民間の民俗学者である。彼は1931年(昭和6年）から1946年(昭和21年）にかけて秋田県仙北郡から北秋田郡の地域一帯の、おもにマタギと称される専業狩猟者（28名）を対象に聞き書きを実施し、まとめられたのが「秋田マタギ聞書」である。
聞き書きの対象になった人々
　この書で、聞き書きの対象になったのはマタギの人のみでなく、マタギの母親(2名）やマタギをよく知る人(5名) からの聴取も含まれている。
　これらの人々の話の中には、何代か前の、たぶん江戸時代に活躍した名マタギの活躍話がよく出てくる。
　江戸時代から続く狩猟活動は、熊（ツキノワグマ）との対決をはじめ冬山での野宿、雪崩の危険などさまざまな事態に対処しなければならなかったこと、ときには大ケガや命を落とすほどの危険とも隣り合わせる仕事であったことが語られている。山で安全にかつ効果的に活動するためにはその心構え、方法や技術そして確たる自信が不可欠であった。そのため彼らの青年時代には父親や祖父そして彼らが所属していた集団から厳しい掟や手順、性根の入れ方や勇気の必要を体にたたき込まれていたようで、 掟を破ったときのきつい制裁や罰についても語られている。
　そしてこれは山の神への信仰の証しとしての厳しい掟ともよく重なっており、山の中での事故や不幸はその戒律を破ったからだという因果関係として理解されていた。
　こうして狩りを続ける中ではじめて一人前のマタギとして認められるようになり、 そうした厳しい条件の中でその困難を克服した者のみがマタギとしての誇りや名声を得るという、まさに伝統的な狩猟の世界でもあった。
採録年次の特徴
　武藤鉄城の採録年次が　表1．で見るように、ほとんどが戦前から戦中にかけて行われている。
　江戸時代には山の神に対する強い信仰を持ち、そして勇ましく多くの獣を獲りながら素朴でつましい暮らしがつづけられていたわけだが、それが明治維新を迎え、富国強兵のもと近代国家への変貌の中で日清、日露の戦争、そして軍事国家として太平洋戦争へと突き進んでいくにつれ、どのように影響を受けたのだろうか。取材する側、対応する側の心理に少なからぬ時代の影響も見てとれる。
表３． 武藤鉄城聞書採録年 件数 日本歴史年表 
	 昭和６年(1931)
 昭和８年(1933)
 昭和10年(1931)
 昭和11年(1936)
 昭和12年(1937)
 昭和13年(1938)
 昭和14年(1939)
 昭和17年(1942)
 昭和18年(1943)
 昭和21年(1946)

	 1件
 2件
 1件
 8件と座談会1件
 1件と狩り実況
 1件
 1件
 1件
 7件と座談会
 1件

	 昭和6年(1931)　満州事変
 昭和7年(1932)　上海事変　国際連盟脱退
 昭和11年(1936)　2.26事件
 昭和12年(1937)　廬溝橋事件 日中戦争始まる
 昭和16年(1941)　太平洋戦争始まる
 昭和17年(1942)　ﾐｯﾄﾞｳｪｰ海戦
 昭和20年(1945)　　　終戦



 山の神への信仰
　マタギの人々はもちろん「山の神」を信仰する。山の神の多くは女の姿であるという。
「女の風（ふう）で男だ。あるいはまた山神は女でマタギが猟に出たあとの山小屋の中など片付けて置いてくれる」(p.155）
「熊狩の時、どこからともなく一種神秘的な叫び声が聞こえて来る。それは山神様の御声だ」(p.171)
「山神のサカブ（叫び声）は吉祥とし、それに依って行動を起こすので、其の方向に進めば必ず獲物(主として熊）を発見する。特に東方に聞こえるのを最もよいとする。」(p.171)「『浮かべの法』が終わると『持ち串』の作法をやる。」持ち串は「山の神への供え物である。」(p｡41) 「山小屋へはもちろん山神の御礼を持って行って祀る。」また「モロビ（アオモリトドマツ）の枝を持って行って、朝と垢離をとって神を拝む時とに焚く。」
「崖で雪が自然に締まる時は、ジーンとそれこそ心身共に締まる感じがする。その時は雪に小長柄を立て、ひざまづいて山の神を祀る」(p.55)
　獲れないとき、獲り逃がしたとき、カモシカの角など打ち欠き見失うとき、 「山の神に見放されたため」(p.83)とか「山の神からお引上げになる」(p.58)とかいう。
山の中の現象は山の神の徴
　「小玉鼠というのは、二十日鼠のふくらんだようなものであるが、 どういうわけか鉄砲のような音を立てて体躯が破裂することがある。・・・・ それのハネる時は、山の神の機嫌の悪い時であるから、その音を聞いたら戻るものだという。強いて行けば不猟は勿論、碌な目に遭わないと。」(p.3～4)
　このことに関して武藤鉄城は「私は木の凍み溶ける時の幹の音だと思っているが・・・。」と書いている。
　ある自然現象が発生すると、それを山の神が出している「徴」だとうけとっている。
　「ミズ木という木の膚が赤いのは、山の神が七人組の小屋へ泊まった時お産をした。その時、その木を敷いたので、血がついて赤くなったという。そのためマタギはその木は使わないし、人によっては屋作（家を建てること）にも使わない。」(p.4)
　「祀る日は十二月十二日であるが、『旧二月九日、四ッ前には山を鳴らすな』といわれている。その日、鳥達が山の神から巣を造る木を借りられるからである。」(p.5)
　「二月二十二日も山を鳴らせば悪い日で、その日一日は家から出ることさえ悪いという。その日、山の神が弓を射る日だからである。 昨年、村の某が禁制を破って山へ入って大怪我をした。」(p.5)
　山の神のイベントにさしさわりのあることをすると悪いことが起こる。怪我をしたり、罰が当たったりするという感覚がある。“触らぬ神にタタリなし”という諺があるがそれに近い心情なのだろうか。
　「『熊が出る年は世の中が悪い』といわれている。稲が凶作だというのである。」(p.41)
　平成の現代でも、よく熊が出てきてニュースのネタになっている。そのとき世間は、山の木の実の成りが少ないのではと推測するわけである。トチ、クリ、ブナなど木の種類によって豊作年、凶作年が違うが、凶作年が重なるときなどは人家近くにも姿を現すようになる。熊にとってはもっとも危険なマタギ集落近くに姿を現すのだから、よほどのことである。冷害などで稲の凶作が重なれば当時は不況となる。世の中が悪いということは“景気が悪い”という理解なのである。
山の神への願い
　マタギの山神祭の日、炭焼の集まりなどで荷方節を唄う。
　「今日は吉日、日柄もよいし
　　何かよろずの　吉相祝い
　　お神酒上げます　山神様へ
　　この山繁昌と　頼み置く」(p.5)
　祝いの席では、山が賑わい栄えることを山神様にお願いするのである。
　狩猟に出かける朝早く「スノ祝い」という儀式の後に、みなで「『タウタイ、タウタイ、山神様』と唱えながら、今日の豊猟を祈」るという。「タウタイ、タウタイ、山神様」とは「尊い、尊い、山神様」である。(※スノとは猟のための根拠小屋のこと）(p.114)
　猟をやめるときも山の神に宣言をする。「熊九十九頭獲ったが、最後にこれでやめるとて、山の神に誓って、タテ(槍)を大楢に突き刺して置いた。」(p.92)
山の神への感謝、お礼
　「熊を打ち止めたときは、・・・ショウブ声を三回あげるものである。それは山の神への礼で、ぜひとも叫ばなければならないもんだ。」(p.12)
　持串といって、獲物の肉を串刺しにして山の神に供えることも通例だった。
　狩りの現場ではたたるとか、穢れといった感覚はほとんどない。現代人からみれば「ただ殺し続けている」ようにみえるが、それは「殺戮」とか「惨殺」などといった恨みやむごたらしさなどではない。純粋に、山の神から「尊い命をいただく」行為と理解していいようだ。そして、それ相応の態度と礼儀、祭りで身を処し、お礼をしているわけである。
山にすむもの同士の対等感覚、自分と獣が連続した生き物であるという感覚
　「『鷹はマタギの仲間』と信じられているので射たないことになっている。もし射ち獲るようなことがあれば、かならず葬りの法をやる。」(p.118)
　熊を獲ったときに行われる「浮かべの法」とどのような関係か定かではないが、その死を悼み、弔うという気持ちや行為において人の場合と同様、鷹も熊も人と対等にみていることがわかる。
　「山鳥なども『十二卵産って、十二孵えさしてくれ』と山の神に念願しながら息吐かずに飛ぶもんだから、あの時は獲るもんではないといわれている。」(p.41)
　「あの人達（猿達）は術がよくて、あの脚でいて雪にぬからない」(p.9)
　山でサルにくっついて歩いていると、なんとなくサルの群れの一員になったような錯覚を覚えることがある。そのとき野生のサルや獣たちに対して「人たち」と呼ぶ感覚に違和感はない。
　狩人であるが故に野生動物を観察する目はするどい。
　「熊をはじめ動物は、ヒビキ(林内に音が響くことか）を嫌がる。鉄砲の音は勿論、人の転ぶ音など聞くと逃げる。空中の音は何ともないものか、雷鳴など平気なようである。熊の法で人間がきたことに気付いて逃げることがある。それを『セリ抜け』という。その場合は逃げていった方ではなく、逆に追撃する。」（p.87）
　自分の経験からいっても、彼らの群れについて歩き、同じ地形・同じ風景を見、陽光を浴び、風に吹かれ、寒さをこらえ、沢を渡り、尾根を越えるうちに、同じ場所で休息し、食い、同じように眠たくなり、同じようにウンチがしたくなるときもある。今度は彼らがどちらへ行くのかがなんとなくわかる。気心が知れるとはこういうことなのかもしれない。来る日も来る日も山で野生動物を追えば、その習性や心理までも察知できることようになってゆく。
　民俗学者の千葉徳爾(1992)は、夫が狩りに出ている間に妻が不貞をしたりするとサルが妻の行為をまねてみせるとか、あるいは身内に不幸があると弾が当たらなかったり、さらに妻が身ごもっている夫が加わっている狩り仲間には猟がなくなる、といった受けとり方、いわゆる狩猟者の不安な心の原因や不猟の原因を身内のおこないや不幸に求めることについて 「人間の状態が生物の状態と感応しているとみてもよい」とも指摘している。猟師がもつ不安・不満の要因の多くは家庭のことであり、それによって猟に迷いがでれば集中できず、弾が当たらなくなることは往々にしてありうることではないかと推測できるわけである。
　獣たちの賢さや勇敢さ、力、能力も自分たち人間を凌駕するものがあることもわかってくる。そんなとき、その動物に尊崇の念を抱くのではないだろうか。 時には人が神になるように、動物たちも時には神になることがあるのだ。そして、獣たちも自分たちと同じような感覚や認識をもって暮らしをしているではないかということに気づく。
　そうした同等感をもったうえで、彼らの生命力あふれる野生の力を認めたとき、その力をいただき、自らの弱い部分、病んでいる場所を治してもらおうとする。
　「熊の胆、猪の胆、熊のヘダリ(血)を干せば貧血の妙薬」(p.127)
　「熊胆は血圧の高い人によく効く薬で、もしそれを呑ませても下がらないような人は先ず見込みがないといってよい。 一般的にみても熊胆は人の身を救けるもんだ。肋膜や肺炎にも利く。しかしあまり小さい子供へ呑ますことはよくない。 また油（脂？）は火傷、切創、擦り創、ヒビにつけても利くばかりでなく食用にもなる。」(p.12)
　「猿のハラゴ(胎児)は産前産後によく利く。山兎やバンドリのハラゴもよい。」(p.29)
　「(サルの)頭蓋骨を焼いて粉にしたものは婦人病に特効がある。その猿のハラゴ(胎児)の干したものを削って、煎じて呑めば婦人病にはそれ以上によく利く。」（p.24）
　「熊の掌　妊婦の腹をなぜると安産するとて借りに来る者が多い」(p.98)
　自らの身体の欠陥を補うのに他者の同一部分を食することをもってするという行為、感覚は、他者と自分との身体的同一観を伴ったアニマティズム的な思考に近く、こうした行為、風習は日本列島周辺にも広く散見されている。また一方では、獣たちが持っている薬効にすがるということになるわけである。
　さきにも書いたが、「薬」という感覚は同じ生き物である動物や植物が持っている力、生命力を尊んで、 その力をいただき治癒するという感覚であろう。その効果を信じているということになるわけである。
禁忌（してはいけないこと、という抑制）
　ここまで山の神への信仰以降のところでみてきたように、かなり厳しい掟のようなものがある。その一端をあらためてみてみよう。
　「妻の妊娠中に熊を獲ると、その妻が死ぬといわれているし、また産火（広辞苑：出産の穢れが火に及ぶのを忌む風習）が重い。赤子が生まれてから一週間以内にある者、或いはその家に行って物を食い、又は煙草を吸ったりすることは『産火を食う』といって一番やかましい。」(p.10)
　こういう人が狩り仲間にいると、弾が当たらない。当たっても死なない。怪我をするという。
　「（カネ餅をもって）山へ行く時、その餅が割れたり、また握飯がわれたりすると、不吉として行かなかった」(p.40)
　「（サッテ(棒）や小長柄(槍）を持って行くとき）どっちもそれを肩にすると手柄がないといわれている」(p.40)
　「七人組みで行くことは今でも悪いとされている。それは七福神に関係するので嫌う」(p.40)
　「山の神の関係からかマタギは十二の数を重んずる。」(p.41)
　「ノボリ山（猟に行くこと）の前には決して鶏を食ってはならぬ。山の神は鶏を嫌うからである。」(p.103)
　多くは、身を慎み、つましく、苦労を厭わない生活態度が山の神に好かれるのだとも受けとれる。
「山の神に見放されたため」(p.83)とか「山の神からお引上げになる」(p.58)とかいう。
呪文・祭文
　 「呪文を教えてくださいと私(：武藤鉄城）が願った時・・・・・、ちょっと待って下さいといって水屋の方へ走って行った。どうしたのだろうと思ったら、口を漱ぎにいったのだ。口を浄めに行ったのであった。それほど又鬼は呪文を神聖なものとしているのである。」(p.162）
　呪文に対する効き目への期待は大きく、身を慎んでしていたことがわかる。
　獲物をとって毛サギ(解体)するときの祭文では
　「千世ヒロに　我が里に立ち返るには
　　うつものも　うたれるものも
　　一ツ時の賜らんこと
　　南無アブラウンケン　ソワカ」(p.25）
あるいは
　「東はメイコサンガイ　皇国仏神
　　西は弥陀の救い　極他世界
　　南は世界念仏
　　北は釈迦に申す下ろす
　　千代経るに此の里に立ち出でて
　　打つ者も打たれる者も
　　一時の魂をふれん」(p.163）
と唱える。
　また、いつか生まれかわったら、ふたたび獲る者と獲られる者とがこの里で出会う時を願っているのである。
　シシ(カモシカ)の解体の時は
　「シカリは谷川で口を漱いで、身を潔めてから次の呪文を三唱する。
　　一歳二歳のシシ
　　馬の毛の数　タタかせ給え
　　山の神
　　アブラウンケ　ソワカ」(p.125）
　馬の毛の数ほど多く、闘わせ（獲らせ）てくださいという豊猟への願いであるが、聞きようによってはずいぶんとよくばった願いである。
　「(高野派のマタギは）皮を剥ぎ終わると『浮かべの法』を行う。浮かべは供養するの意味である。」(p.41）
　こうして感謝をこめながら、供養でたたりを防ぎ、豊猟を願うのである。
　池谷和也(2005)は、東北地方のマタギの熊祭りを調べ、マタギの熊に対する信仰心の基本型は、山の神への感謝、 豊猟の祈願、祟らないような供養であると指摘している。
仏教の受容　（殺戮の心理的な負担・うしろめたさからの救いとして）
　マタギには大きく日光派と高野派があるとされている。(p.19）
　日光派は、日光権現と赤城明神との闘争の際、マタギの大祖先の万字万三郎が日光権現を救けて勝ったところから日光派といい、高野派は、高野山で空海上人が三人のマタギを説得、殺生を許したところから高野派となったという。高野派では、空海上人がマタギの祖先に対して「生き物を獲った罪を払ったり、また獲物の供養、危険を避ける法、身の潔め方」(p.140)などを教えたという。また、日光派に出てくる権現（ごんげん）とは、仏が日本の神々に形を変えて出現したものであるという「本地垂迹説」の考え方にもとづいた神様の名前である。
　先にみた呪文や祭文の末尾には「アブラウンケ　ソワカ」とか「アブラウンケン　ソワカ」と唱える場合が多く、これも仏教の真言密教の言葉で「功徳あれ」とか「成就あれ」などの意味の「阿比羅吽欠蘇婆訶」がルーツとされている。
　こうした「マタギの興り」についての言い伝えの真偽はともかくとして、わざわざ殺生、肉食を禁じている仏教との関係が語られるというのはどういうことなのであろうか。
　獣たちを殺して生活することが日常であり、それが山の神からの恵みだとはいうものの、やはり生き物を殺すことにたいする「うしろめたさ」「申し訳のなさ」「良くないことという感覚」「罪の意識」のようなものが、狩猟にたずさわる者の心に、消し去りがたくくすぶっているのだろう。
　縄文時代以前などでは、人々は圧倒的な大自然の力の前で恐れ、ひれ伏し、野山や海で食べ物が手に入ればよろこび、自然の神々に感謝し、敬うという、自然の運行、変化とともに生活することがすべてであったはずである。そして、その大自然の一部であるクマやイノシシやシカなどの獣たちを獲り、肉も毛皮も骨もすべて大自然の神々からいただていた。そこには、ただありがたいという感謝と畏れの気持ちがあったのだとおもわれる。また、周期的にやってくる冬の蓄えのためとか、ときどきおそってくる自然の猛威に備えるためにとか、あるいは物々交換のためなどに「蓄えなければならない」という、いってみれば余分な殺生もして肉や毛皮をえなければならない。
　獣たちは従順に食料になってくれるわけではないので、人々は遠いところから狙える弓を使い、矢に毒を塗り、罠をしかけ、相手が油断をしている状態で、できるだけ安全に、知恵を尽くして多くの獣を捕ったであろう。今でいえばだまし討ちや奇襲をし、卑怯な方法も使うことも多くあったはずだ。しかしそれは当時としては頭の良い、賢い方法であった。その知恵を使いはじめたとき、“正々堂々”と戦わない人間としての自分の卑屈さをあるいは感じたのかもしれない。同時に大自然の前ではいかに人間が無力であるかもしみじみと悟ったに違いない。
　獣たちは生きんがために猛々しく闘い、その果てに追い詰められ息絶える。殺す者と殺される者とのさだめをしり、雄々しさや精一杯に生きる獣たちの姿をみつめ、生死の瀬戸際に立ち、気圧されず躊躇せずに相手を殺すことだけが生き延びる唯一の方法であることも悟る。気弱になったら猟師廃業なのである。
　その一方で、なんの罪もなく平和に暮らす獣たちの断末魔の声が聞えたとき、世過ぎとはいえ、必要以上の獣たちを殺してしまったのではないかという「うしろめたさ」が芽生えることもあったかもしれない。そのとき獣である相手の立場や気持ちが伝わり、共鳴しあったこともあったろう。
　時代が下り、狩猟技術もすすみ、人間が獣たちに戦い勝つことが当たり前になってくると、獣をあなどりはじめ、容易に獲物が手に入らないようにもなってくる。自分は賢いから「獲れないのは相手が悪い」のだと、自分はなめられているのではないかと疑い、相手を恨むという態度にもでる。
　獣にとってみれば、人間に恐怖を感じながらも生きながらえるために、追跡者からいかに姿をくらまし、人の盲点や弱点をおぼえ、人の習性を逆手にとって、おどかし、追跡をまき、うまく逃げおおせることを身につけるのは当然のことである。それは現代においてもかわらない、生きるための獣たちの生態なのだ。
　そうした賢さや勇気をあらわした手強い相手はなかなか獲ることはできない。猟師たちは意地になっても獲ろうとする。こうした相手を「ずるがしこく、根性が悪く、恐ろしく凶暴だ」と悪者にしてしまうことがある。手こずらせた相手をやっとしとめたとき、彼らが自分の手で殺されるのは悪者だから当然だと殺戮を正当化するケースもある。またそうして自分を奮い立たせないと負けてしまうのだ、そんな柔なことでは猟師はやっていけないという強迫観念もあるだろう。ときどき使われる「退治する」という言葉はその心理をあらわすよい例ではないだろうか。
　「源蔵マタギ　源蔵爺は数え切れないほど大物を退治した」(p.96）
　しかし、“凶暴”な相手であればあるほど、それを追い詰めて殺すとき、恨みや怨念の魂が自分にとりつき、祟るのではないかという思いにとらわれるのは無理からぬことである(※１)。　その魂を鎮め、祟らないように供養する。今殺した獣に許しを請い、山の神に感謝し、仏の教えにしたがって、呪文を唱え、獣たちを讃え、その魂を鎮める。
　殺生の負い目を払拭するためには、自らの祖先たちが“仏”からも殺生・肉食の許可を受けていたという言い伝えとそれが代々引き継がれてきたという伝統を重んじることであったろう。身を浄めおこないを慎んで祖先から引き継がれた掟を厳格に守るということによって、殺戮行為は昇華し、許されるのだということを再確認する。
　こうしたことによって、「心苦しさ」から解放され、救われたと安堵する。そしてそのようにしてくれた神や仏、先祖たちをあらためて敬う。このくり返しが、つぎの猟に心おきなく専念できる精神的支えになっていたのではないか。そしてふたたび明日も豊猟であるように山の神にお願いするのである。
※１　太古、自然の中では生きとし生けるものはみな等しく対等という感覚からすれば「仲間を必要以上に殺す」ことは掟破りだし、後の日本仏教でいう「草木国土悉皆成仏」（本覚思想）森羅万象すべてに仏性があるという理解の仕方からしても、やはり殺しすぎることは罪であるという意識が否応なく芽生えるはずだ。
　廃れゆく山の神
　これまで述べてきたような山の神へ感謝し、神々を尊敬する気持ちは、江戸時代、明治時代へと降るにしたがって薄れてゆく宿命にあった。
①藩政時代、きびしかった狩猟規制と鉄砲管理
　江戸時代では、猟師への規制もたいへん厳しい。
　秋田・角館・佐竹藩では
　「狩猟者の取り締まりは正徳三年九月から林役の支配に属することとなった。林役はその名簿を作り、 狩猟許可の証として書付か焼印を渡した。それから熊を獲った時には、 その胆と皮の二品を必ず藩主に納付すべき規則でそれを陰で売買することを禁じた。」(p.177)
「狩人致し候者の心得書　(以下、筆者読み）
　御領の中の諸山で狩りをするときは、殺生禁断の山に入るべからず。諸山を歩き回って狩りをするときは仮小屋をつくるときはその山の雑木枝木を用いるべし。 青木（苗木？）はもちろん留め木（藩で占有している木）を障ってはならない。平押し（獣を捕る罠）を使ってはならない。 ・・・・・先年よりお達しがあったように、熊をとったときは胆・皮を上納しなければならない。 もし他に売り払った場合は厳しく不調法仰せ付けられ候こと。」(p.177)
　藩は、狩猟者の名簿をつくり、狩猟許可証を発行し、獲った熊の胆と皮を上納（買い上げ）させ、他所への売り払いを禁止した。
　いっぽう、鉄砲についてても、農民たちはイノシシやシカの害を防ぐために、鉄砲を藩から借り、使用する許可を願い出ているし、隠し鉄砲の問題や鉄砲が南部藩から越境した者が鉄砲を捨てて逃げたとはいえ 鉄砲が越境してきた問題も記録されている。(p.179) 　猟師にたいしても親子兄弟の間での鉄砲の貸し借りは禁止されるなど、鉄砲に関する管理にも厳しい規制がかかっていた(p.180)。これらに加えて、1687年(貞享四年）からはじまった生類憐みの令の影響も大きく、獣への殺生規制もまためんどうなものがあった。
　このように、山の神様から恵みをいただくにも藩の許可がいったり、規制を守らねばならない場合が多くなり、苦労して得た熊などの獲物を藩に上納しなければならなくなる。それまで自分たちが捕った獲物は自分たちでほとんど自由にできた古き良き時代を知る者からみると、山の神からのいただきものを藩が横から取りあげてしまう、あるいは搾り取っていると感じる者もいたことだろう。
　しかしながら、藩の御法度を破れば厳しく罰せられるわけであるから、猟師にしてみれば山の神も畏れ多いことだったが、眼前に立ちふさがる藩政もまたおそろしい存在となっていたわけである。
　こうして、相対的に山の神のご威光は落とされてゆく下地が、江戸時代にはできていたと考えてよいだろう。
②かり出され、利用されるマタギたち
　マタギたちは、その狩りのノウハウや鉄砲の腕前をみこまれて藩の狩りにはもちろんのこと、盛岡藩や八戸藩でも狼荒れや猪荒れなど獣害が多く発生すると狼狩りや猪狩りにご下命が下り、幕末になると戦役までにかり出されている。
　秋田・男鹿半島では増えた鹿を減らすためもあり、佐竹藩が何度も狩りを催している。武士集団にとって「狩り」は昔から戦いの練習であり、模擬局地戦でもあった。藩の大規模な狩りに多くのマタギがかり出されている様子が、本書付録の「男鹿鹿狩文書」(p.184~p.189)に出てくる。
　また、元治元年(1864)江戸幕府が衰退にむかう幕末には、京都警護のため66人のマタギが佐幕派の藩侯とともに上洛して、都の警護に当たっている。(p.190)
　「長州征伐」（1865)には9名出征の記録が残っているし、戊申の役(1868)では、 大阿仁村根子部落から83名ものマタギが出陣し大館、片山、田子森などで戦闘に加わっている。もちろん戦死者も出ている。(p.122)
　こうした明治維新の戦乱での活動をへて、明治、大正、昭和時代にかけて日清、日露の戦役はもちろんのこと、日中戦争へも徴用される。
　「気質は軍隊へ行っても、上等兵にならなければ帰らないという位で、全部が上等兵になって来る。」(p.123)
という軍国のお国のためにと、戦役に利用されることは誇りにも感じられ、なかば自慢話もでてくるほど、殺戮の方向が敵とされる人間にも向けられてくる。戦場では殺戮に慣れた狩人出身者が手柄者の筆頭に上がることもあったであろう。他国と戦って勝つことが、敵を退治することであり、それが手柄として軍国社会に認められてゆくのである。 こうした、恵みや豊穣などとはおよそ正反対の位置にある戦争での人殺しが幕末から明治時代以降、遂行されてくる。
　狩人の、狩猟対象としての獣たちへの敬いや畏れは薄れ、狩りは模擬戦闘、殺戮の練習などへと変質する要素がふえていく。そしてそれに合わせるように、山の神への尊崇も確実に廃れていったようだ。
③藩も行っていた偽物商法
　こうしたお上のお達しで、命がけで役目に就くのだが、その一方で、経済的に貧窮していた藩では、以前から他の獣の胆を熊の胆と偽って利益を得ていたようだ。
　「売薬　藩の製薬所では熊の胆の真物を着服して偽物を出したので、マタギ達も偽物は素人に、真物は玄人に売った。」(p.127)
　また、幕末には、運送業や武士への金貸しで儲けたりした時蔵マタギという人もでてきている。
　そうして、すべてがお金に換算される明治維新がやってくるのだ。
④明治維新の到来とともに
　「胆は昔は一匁(3.75g)が三斗四升(約61Kg)入の米一俵の値であったが、今では十円位(昭和14年時）の相場である。」(p.115)
　「アオ(カモシカ)の皮は二十円で、米二俵か三俵の値であった。その頃(大正時代）一俵の値段は七円五十銭の相場。角は極上で五円であった。」(p.31)
　胆も肉も毛皮も高く売れたのである。
　こうしていくうちに欲も深くなってくる。
　「大モノ千匹
　　小モノ千匹
　　アト千匹
　　タタかせ給えや
　　南無アブランケン　ソワカ」(p.125)
　もっと、もっとと多く獲るのは、日々の生活をより豊かにするための稼ぎ＝お金を得るためにと意味が変わっていった。
　「又鬼は山行きに、オコゼを十二枚の神に包んで行く。そして心の中で山の神へ、 もし大猟にしてくれれば紙を一枚ずつ剥いでゆく約束をするが、いくら猟があってもその約束などケロリ忘れて帰るのである。 山の神こそいい面の皮だ。」(p.45)
　すなわち儲けのために山の神をだます者も現れたのだ。。
　また、「『エビス弾』というのは、獲物の体躯に止まっている弾丸のことである。叉鬼はそれをお守りにする。」(p.42)
　鉄砲という道具に対する信頼、信仰は昔からあったのだが、その弾が恵みを与えてくれるお守りとして大切にすることもあった。
　藩政時代の厳しい規制は、明治にはいると一気にとけ、山間部では16歳になれば誰でも鉄砲打ちになることができ、 どこでも狩猟ができ、その獲物は高価に売れた。厳しい掟など無い一般の農民が暇さえあれば野山に出かけ、獣たちを我先にどんどんととってしまう時代になったのである。
　マタギたちにおいても、稼ぎ、儲けととらえてなんら心の中に葛藤が生まれない風潮が広がってくる。 神・仏ではなく産業技術や金銭が生活を豊かにさせ、自由と自立を保障してくれるかのような雰囲気が国中に満ちてくれば 、人間が一番偉いんだと思いこめるような時代として、人々は明治の世をとらえるようになってくる。山の神への信仰はすたれていく運命にあった。
　自然現象との因果関係
　江戸時代から明治・大正年間にかけて、マタギの人々の自然に対する見方は変化（劣化）しているものの、生活信条の根底に「生活圏内の生き物はつながっており 、獣の体はときに自分の身を助けるもの」と捉えていたし、先述したように、その他の自然現象についても因果応報的な関係として捉えて自分と周りの自然との連続感をそこに認めてきたといえる。
　また、明治、大正生まれの人々から「朝針を使うと事故が起きやすい」とか「夜爪を切ると親の死に目にあえない」とかといった禁忌を聞くことがあったし、 今でも勝負事や賭け事に熱心な人々の中には、いやなものを見聞きすると「縁起でもない」とかいって「ゲン（験＝縁起）を担い」だりすることがある。
　仏教が伝わる以前から、日頃の失敗や不幸の原因を突き止めようとする心理、 あるいはうまくいったときの原因などを覚えておこうという生活態度は大古のヒトの本質的性格（癖）に備わった習性だったといえるだろう。現代風にいえば「非科学的」として片付けられてしまいがちだが。
　狩りの掟や禁忌や禁制を守り、狩猟の技術を忠実引き継ぎながら狩猟経験を積み重ねることによって、事件や事故を最小限にしようとしていただろう。そこからプロ意識も育ち、自覚や自信、誇りにもつながっていたはずだ。また、禁忌を破ったり、掟にそぐわない行為や縁起でもないことが起こった場合は猟を行わないなど、信心が強いほど結果的に狩猟圧を下げることもあったはずである。しかしながら、こうした掟や禁忌につながる不猟や不慮の事故などを自然界の因果応報として捉える考え方は、明治維新をむかえ激減したはずである。
　まずあげられるのは、高性能な猟銃の普及である。前（さき）込め銃である火縄銃とは比較にならないほど元込め銃あるいは元折れ銃は性能がよかったのだ。連射に近い射撃が可能になった。射程距離が長いのでこれまで以上に安全圏内からの射撃ができた。雨の心配もほとんどいらず、弾や火薬が自分たちで調合でき薬莢も再利用できる。普及した村田銃は、それ以前に使い慣れた火縄銃でおこなっていた火薬の調合や獲物をごとの弾丸作りをほぼそのまま応用でき人気だったようだ。少しぐらいの不備、不幸、掟破りなどなどもろもろの因果応報の縁起として捉えていたマイナスの心情や後ろめたい感情、憂鬱をかんたんに吹き飛ばしてくれたはずである。そして次章でふれる明治維新後の経済構造の変化にともなう需要の高まりは、獲るほどに稼ぎが多くなるという現象を生み出した。これら新式銃はまさに明るい明日を約束する維新のアイテムだったのだ。
まとめ
　狩猟者の心理　当時のマタギは取り尽くすことを目的で狩猟していたわけではない。必要以上に獣を殺しすぎることはいけないとも考えていたことは確かである。しかしながら、これまで述べてきたようにマタギをはじめとした東北地方の狩猟者たちが明治維新以後、地域的に獲り尽くしてしまったこともまちがいない事実である。
　その狩猟者たちのシンボル的な存在でもあるマタギの人々の心理をあらためてまとめてみると
・マタギは、山の神に感謝をし敬いもする。それは、山の神はいつも豊かで多くの獲物を獲らせてくださるからである。
・山の神からのいただきものは分けるものは分け、自家消費をし、売れるものは売って蓄えにする。（明治以降はそれは稼ぎであり、まずお金に換えることを念頭に置くようになる。）
・獣は山の神が産うみだした分身であり、山の神からの贈り物である。たくさん獲れれば幸いであり、山の神のご機嫌もよかったことになる。
・山の神のご機嫌を損ねるようなことをしたりすると、祟りがあったり事故が起こったり、不猟になったりする。山の神のご機嫌をいつも気遣い、意に沿わないことがないように自分たちの言動に注意を払う。猟師の多くは験を担いだり、縁起を気にする。
・自然の事象や出来事を何かの兆し（山の神の技）と考えることがある。
・狩猟のあと、また再びたくさん獲れるように山の神に祈願する。
　そして、
・目前の恵みである獣は、善なる山の神が与えてくれるものである。今、獲らなければ運は逃げてしまう。「猟に明日なし」という諺にあるように、猟は今日はたくさんあっても明日も同じようにあるとは限らない。明日に残せば運が変わって獲れなくなることが多い。「獲りすぎる」という発想は、江戸時代においては獲物がいなくなるからという発想ではなく、獲っても利用にこまる余分な獲物という理解の仕方をしていたのではなかったろうか。
・自然は取り尽くせるものではなく、無限無尽であるという自然観を代々引き継いでいたこと。
・自然の恵みは「いただくもの」であって、自分たちが増やしたり守ったりするものではないという立ち位置にいること。
・自分は自然の一部ではあるが神ではない。すなわち自然から守られ、生かされる側にあって、自然や山の神を守る側ではない。そんなことはおこがましいことであったこと。
・獣たちは「季節が巡ってくれば」また姿を現し恵みとして山の神が与えてくれる」「山の神の思し召しによりわいて出てくるもの」だという自然観ももっていたこと。
獲りつくしの背景－２－需要
　経済的構造の変化　　明治時代にはいるとより商業が発達し、需要が認められるあらゆる生産物が商品として市場に流通するようになった。
　それまで狭い地域での消費によって人々の生活を支えていた自然物は、整備されてきた流通網にのって多く運ばれるようになり、 物の値段があがり、そのとたんに儲けの材料ととらえられるようになる。
　動物の肉も毛皮も骨も内臓も需要があれば食肉や衣料、薬、道具として売れ、それは稼ぎとなった。 熊の胆、猪の胆、熊の血、脂、猿の胎児、山兎やバンドリのハラゴ、(サルの)頭蓋骨、熊の掌などは高い需要があったようだ。サルの場合はその肉も毛皮(図．38）もサルの胆（胆嚢）も秋田・角館では冬になると売りに来ていたし（太田：1997)、サルの頭骨もウマの無病息災の守り神として厩に掛けられ、黒焼きにされて万能薬としても利用された。
　こうした事情で、山野の動物たちを獲れば獲るほどもうかるということになるから、誰でも価値のある自然物をどんどん獲ってしまう状態になってくる。 しかも、自然は「山の神からの恵み」で誰のものでもないのだから、たちまち「早い者勝ち」という競争状態となっただろう。
　また、個人の利益が優先されるようになり、自分の努力や技術、才覚によって手に入る稼ぎもふえ、それまでの貧しさから抜け出し、より便利な生活ができるようになる。 もちろん貯めたお金で新しい銃を買い、火薬や鉛も買える。猟師はもちろん農民のくらしは楽になってくる。
　東北地方の食糧事情と貧困　東北地方北部は古来、稲作栽培が生産基盤であった弥生文化がなかなか浸透せず、採集狩猟漁労中心の縄文文化がつづいた土地柄だった。さすがに江戸時代には稲作が藩財政の基盤となったが、冷害による凶作が頻発し、獣害も苛政もそれに追い打ちをかけるという飢饉常襲地帯となっていた。
　このような土地柄では、農民の食べ物はことあるごとに山野海浜河川の自然物に頼らざるをえなかった。食べられ、利用しうるありとあらゆる植物・動物は、時として再生を上回って過度に消費される傾向にあったといえる。
　その上、江戸時代、各藩はクマなど動物、薬種植物などにも勝手に売り買いができないという禁制をしいていたし、各所でお留め山やお留め木を指定し入山も規制している。年貢の取り立てはきびしく、餓死者も多く出ている。東北地方の内陸部では、西南諸藩にくらべてもより厳しい生活事情が常態化していた。（長谷ら：1983　菊池：2000)
　狩猟規則の変化　一部先述したが特徴的なのは、明治維新を迎え藩が崩壊して狩猟に関する藩からのあらゆる規制がなくなったことだ。東北地方の森はほとんど国有林になり、だれでも自由に出入りできるようになった。国有林は当初伐採規制が中心で、鳥獣たちの狩猟は規制外であった。 明治政府が出した狩猟規則（明治6年1月太政官符第25号）は16歳になれば誰でも猟銃の免許がとれ、集落を離れた山林内においては規制期間なくいつでも狩猟ができるというものであった。しかも獲った獣の利用、売り買いは自由だったから、貧しい農民の男たちはだれでも暇さえあれば鳥獣を狩り、それは先述した「稼ぎ」として貴重な収入になった。
　これらの背景には、江戸藩政時代に培われた勤勉（働き者）でまじめな職人技精神に由来するのか、秋田のマタギ集団では、元ごめ銃ならではといった「サル猟」（移動するサルの群れの一頭一頭を続けて撃ち落とす獲り方）といわれる方法まで工夫されるようになった。これらの背後にはまた、日清・日露の戦争が銃規制緩和を助長していた事情もあったであろう。
　こうした、需要の高まりなどの社会情勢の変化は、ニホンザルなど獣たちの分布に大きな影響を与えずにはおかず、獣たちの激減、絶滅を招いたのであった。
ニホンザルに対する需要のひとつ　－厩ザル信仰について－
　これまで見てきたように、近代にはいり、東北地方では獣の肉や毛皮や熊の胆嚢、シカの袋角やサルの胆嚢、サルやイタチなどの頭骨の黒焼きなど、獣たちの需要が高かった。
　人々の暮らしの中にあったサルに対する需要は実用的な食糧としての肉、生薬としての胆嚢、保温効果のある毛皮（写真）という利用のほかに、信仰や風習、習慣に属するいわばヒトの心理的世界に影響を与える特別な需要もあった。いわゆる信仰や風習、お守りといったたぐいの利用のされ方である。
　ここでとりあげるのはウマやウシの無病息災、お守りとしてニホンザルを利用するという信仰・風習である。「厩ザル信仰」といわれるもので、現在ではほとんど目にしなくなったこの信仰・風習はウマやウシを戦争、交通、運搬、農作業にと利用してきた古い時代より、その牛馬の守り手としてニホンザルを利用してきた信仰・風習である。
　こうした信仰や風習の実態を明らかにすることによって、日本人がニホンザルをはじめとして動物や自然をどのように見、どうつきあってきたか、どう利用し消費したかを知ることができる。
歴史的な厩猿信仰の二つの系譜
＜近代～現代の厩猿＞
　現在、「厩猿」として一般に知られ、見聞できるのは厩に祀ってあるサルの頭骨(手も)のことである（図．39～40）
　この、サルの頭骨（あるいは手）を厩に掛けて、ウマ（ウシも）の無病息災を願うという信仰・風習は全国に散見されるが、東北地方に多く残っている。
　中村（2008）や筆者の調査によれば、東北地方で53件の厩猿が確認され、全国で72件の厩猿があることがわかってる(図．41）。そして、そのほとんどがニホンザルの頭骨(61件、内、東北地方46件)で、その多くが「牛馬の守り」として厩の中や入り口に提げられていた。ニホンザル史調査会がおこなった全国アンケート調査（代表：川本芳、「厩猿の研究：消えゆく民間信仰の記録とサルをめぐる日本およびアジアの自然観の研究」）によれば、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県から「厩猿が有る」の回答がされており、現地調査を加えると熊本県や鹿児島県でも見つかっている。
　東北地方を調査・取材すると、かつてはどの農家にもウマやウシが飼われていて、そのどの厩にもサルの頭が祀ってあったという答えが返ってくる。かつてどれくらいのウマやウシが飼われていたのか、ウマの場合、寛政年間の盛岡藩の記録では、領内の馬数は当時58818頭(+α:中馬数記録を欠損の村多し)が飼養されていた(岩手県農業史　p.99）。（注：藩営９牧場のウマ約1100頭の記録があるが全体の２％にも満たない。）ウシの場合は明治以降の記録が残っており、岩手県では、県内でほぼ常時20000頭が飼養されていたとされる（同）。厩猿の記録は残っていない。寛政2年の盛岡藩の人口が356987人であるから、６人に対してウマ1頭という割合である。これに加えてウシもいるわけであるから民間には7万8000頭あまりの牛馬がいたことになる。
　農作業でのウマやウシに対する依存度は高く、たとえば、軽邑耕作鈔(現在の岩手県北部の内軽米町に属す　農書全集２)などによれば、当時（1847年　弘化4年)の水稲収量一反1石あたりの総労働量は３４．6人＋牛馬が6．4頭となっており、その多くは肥料や収穫物の運搬、田ふませなどに使われている。江戸時代の代表的農書である農業全書(宮崎安貞著）においても牛馬は農業に欠かせなく、耕し、代掻き、運搬、踏ませに力を発揮し、そのうえ彼らの糞は貴重な肥料としている。
　そのウマやウシの無病息災、お守りにニホンザルの頭骨が効果があるというのであるから、サルが獲られないはずはなかった。厩ごとに1～2個のサルの頭骨があったという証言もある。また久慈市などでの調査によれば、蒲野喜悦さん宅（2006年現在、岩手県山形村字日野沢）の厩ザル二個(図．42）は、明治期にお爺さんが近くの猿枝沢（さるえさわ）で獲ったものだという口承がある。日本各地の厩猿の遺伝変異（ミトコンドリアの変異型）研究のよって系統を調べられた研究結果（川本：2002，吾妻・石上：2002）によれば、東北地方の厩猿の場合は東北地方に現存するニホンザルのタイプとほとんど同一という。このことから、東北地方で獲られ東方地方で利用されたものであると判断よいだろう。
　こうしたものを祭る家もあれば祭らない家もあったろう。また、一度祀ればあとは獲ってくる必要はないものであるし、一度にすべての厩に用立てなければならないものでもないが、どの厩にも1個づつのサルの頭骨が長い年月の間にじょじょに獲られたとしても、結果として用立てられたニホンザルの頭数は岩手県下で5万頭以上にもなると推定できる。
　もちろん明治時代に入ってからの供給は需要が高かっただけに急でその狩猟は集中的でもあったはずだ。もちろん1頭のサルはその肉も毛皮も胆嚢や他の臓器も売られ消費されているわけであるから、頭骨だけのために獲られたわけではない。ここらあたりの狩人の生活は物語ではあるが「帰らぬオオワシ」（遠藤：1979）で語られているし、藩政時代秋田仙北郡田沢湖町田沢の寺子屋ではそろばん稽古に「サルか（皮）三十文、み(肉)六十文、バッキャ(頭)十文、ザル(あばら骨)八文」と当時の生活に結びつけた実物計算の教材にもされていたとしており(太田：1997）、その需要の中身は現代日本の庶民生活からは想像しにくいが、おそらく事実に近いものであったであろう。
　この厩ザル信仰・風習は、先述の全国アンケート調査では東北地方のみならず全国に散見されるもので、長野県・伊那地方伊那谷でも天井裏にサルの頭があったという（松山：1979）、つぎのような話がある。
　「戸台の竹沢長衛さんの厩の天井裏には、以前は猿の頭骨がいくつか収められてあった。また、桃ノ木の宮下政喜さんの天井裏にも、昔は猿の頭が二十個くらい収められてあったが、近頃になってから猿の頭骨のもつ呪力にたよる必要もなくなったので、すっかり捨てさってしまって、いまは一つも残っていない。猿の頭骨を天井裏などに存置しておく風習は、三峯川谷だけでなく広く全国にみられるところであるが、この風習の根源にあるものは、猿の頭骨が魔除けになるという考え方である。云々・・・・。」
　こうした頭骨を祀ってウマの無病息災を願う信仰・風習はいつころからはじまったものであろうか。調べをすすめると、この厩信仰・風習には二つの系譜があることがわかる。
＜中世の厩猿　ウマとサルの歴史と厩猿＞
　「厩猿　（うまやざる）」といわれる系譜の一つは、厩に生きたニホンザルを飼うタイプである。かつて中世では実際に厩にサルが飼われおり、これが本元の「厩猿」であった。
　日本でのサル、ウマの歴史は古く、ニホンザルの祖先は今から少なくとも30万年前には日本列島にやってきたとされている（相見：2002）。ウマの渡来はそれよりは新しく、古墳時代（5～6世紀）ころに大陸から朝鮮半島経由で人の手によって導入されたとされる(野沢：1992)。ウマよりもサルの方が先住者ということになる。
　古墳時代になると日本各地の古墳からウマをかたどった埴輪が出土しているが、その出土数は動物埴輪のなかでもっとも多く(村井：1960)、騎馬戦に適応した甲冑(挂甲)や馬具なども出土しているので軍馬としても多く利用されていたとおもわれる。
　天武４年(676)４月に出された詔勅（日本書紀720年成立）には、
　「諸国に詔して曰く　今より以後、諸漁労狩猟者は檻ワナや落としワナを作ったり、仕掛け矢などを設置してはならない。また４月１日から９月30日までは隙間のない梁（ヤナ）を設置してはいけない。またウシ、ウマ、イヌ、サル、ニワトリの肉を食ってはいけない。これ以外は禁例ではない。もし犯す者がいたら罰する。」
  この命令は民間宛のものだから、このころには民の間でウマが飼養されていた。古代国家の律令での駅馬・伝馬（駅制：大宝律令）の制度および厩牧令（くもくりょう：養老律令第23～28編　※）などで統制されていたように、ウマが国家・朝廷の軍用馬というだけではなく情報伝達、物資運搬など社会の大動脈も支える重要な役割もはたしていた。また時代が降れば庶民生活でも輓馬、駄馬、農耕馬などとして無くてはならない働き手であったこともたしかであろう。
　このウマがいなくては社会が成り立たないといえるほどの役割があったそのウマの無病息災は主人や担当者たち(例えば、馬司)の心配の種であったろう。
　厩にサルが飼われるようになったのは、もっとも古い文書記録で、後白河法皇（法皇在位1169～1203）が編んだ梁塵秘抄（12世紀＝ほぼ鎌倉時代)のなかにでてくる歌謡の中である。
その353番に
　御厩の隅なる飼い猿は、絆離れてさぞ遊ぶ、木に登り、
　　　　　常磐の山なる楢柴は、風に吹くにぞ、ちゅうとろ揺るぎて裏返る
　当時の歌謡に登場するくらいであるから、ふつうに貴族や武家屋敷の厩にはサルが飼われていたとみてよいだろう。起源はもっと古くにさかのぼるはずである。絵画の記録では、「一遍上人絵伝」(1299年)に描かれた厩に繋がれたサルの絵が古い。また、石山寺縁起（1325年頃)に描かれた厩に繋がれたサルの絵もある(図．43）。　こうした厩にサルを飼う「厩猿」は岩波の広辞苑にも載っておらず、めだたない信仰・風習であるが、最近（2008年）小学校６年の社会科の授業「鎌倉武士の館」の項目には厩につながれたサルが描かれたものが出てくる。解説にはウマの魔除けとされている。
　物語でも厩猿の話は出てくる。「藤袋草子」（13世紀ころ成立）という、人の娘を嫁にもらったサル（群れ）が結局は退治されるという話だが、ここでは退治の惨劇のあとサルの一頭が生け捕りにされ、厩につながれる場面がしめくくりに出てくる。この話を読むと庶民生活の中では普段、サルたちは狩猟対象となっており、生け捕られた場合は馴らされて厩に繋がれることも多かったのではないかとおもわれる。
　16世紀、室町時代「厩図屏風」にもちゃんちゃんこを着たサルが厩の前を二足歩行で歩いているのが描かれている。
　こうした厩にサルを飼う風習・習俗について、柳田国男（1970）は
 「猿を厩（うまや）の守護とする風習は起源の最も古きものなり。我々の同胞は猿曳駒の絵札を厩の軒に貼付する以前、実物の猿を畜舎に繋ぐをもって有効なる家畜保護の風習と認めたりき。この慣習は支那にもあればシャムにも存し、仏教結集時代の天竺にも亦行われたいと云う」
と書いている。
　厩に生きたサルを飼うとなぜウマにとって良いのかという理由はどこにも記されていない。たぶん多くの経験で実際に効果があがり、この方法が採用されたのであろう。
　※注：柳田は「厩」ではなく「畜舎」といっている。サルはウマだけではなくウシに対しても同様に「家畜保護」の効果があるとされていた。
＜中国の本草綱目にみるサルとウマの関係＞
　さきに柳田が紹介したように、厩にサルを飼う風習は中国大陸にもあった。
　日本の本草学に大きな影響を与えたといわれる中国の明の時代に書かれた(1578年)李時珍の「本草綱目」の中にウマとサルの関係が記されている。この「本草綱目」は1597年に日本に伝わっている。これに刺激をうけた貝原益軒は日本初の博物学とも言うべき「大和本草」を著し、同じく小野蘭山は「本草綱目啓蒙」を出版している。「本草綱目」は本草学者や農業関係者にも大きな影響を与え、以降の日本の本草学の隆盛をもたらし、博物学的広がりもみせている。「本草綱目」は当時最も高い権威ある学術書であった。
　この本草綱目はサルとウマの関係をどうみていたのか。
　テキストは「国訳本草綱目」を使った。これは李時珍の「本草綱目」を翻訳し、注釈・校訂したものである。まずウマの項には、
　「ネズミの皮やオオカミの皮を飼馬桶(餌箱）に掛けておくとものを食わなくなり、豚の餌箱で食わせたり、石灰を餌箱に塗ったり、馬の汗を門につけるといずれも駒を落とすという。そして最後にサル（獼猴）を厩に繋げば馬の病を避けるとしるしている。」
　中国では16世紀後半においても厩にサルを飼うことがおこなわれていたことがわかる。
　また本書の獼猴(マカク属のサルの仲間をあらわす)の項では、
「馬を飼う者がこれ(獼猴）を厩中で飼っておくとよく馬病を避け、胡（匈奴、北方の地：モンゴル）ではこれを『馬留』と称するらしい。梵語ではこれを「摩斯咤＝マシタ」というらしい。また、(獼猴の）皮は馬の疫気を治し、馬経をひいて『馬小屋に母猴をかえば馬の伝染病を避ける。毎月草上に流れる月経を馬が食うのでながく疾病がない』としている。」
　ようするに、厩にサルを飼っておくと馬の病を避けることができ、その毛皮は馬の疫気を治すと記してあるというのである。その理由について、「馬経(中国のウマに関する書物）」を引用して、母猴(メス・ザル）を飼えば伝染病を避け、疾病がないのはメスのザルの月経血がついた秣を馬が喰うからだという。にわかに信ずることはできないが、李時珍という医者は頭髪爪糞尿にいたるまでその薬効を確かめたようで、当時としては十分信じるに足る効き目があったのかもしれない。しかしサルの毛皮がなぜ効果があるのかの説明はない。
　これらのことを信じるか否かは別としても、「中国の本草綱目に書いてあった」というお墨付きは、当時の先進国である中国の学術的権威をもつ書物であるだけに影響は小さくない。日本において4世紀も前から厩にサルを飼っていた信仰・風習を、「本草綱目」が当時の“学術的見地”から厩にサルを飼う効能を解説しているわけであるから、だれしも首肯したとおもわれる。
　なお、国訳本草綱目の獼猴の項の「頭」「手」については、薬種として子どもの疳の虫によく効くという内容が書かれてあるが、精神の病に効くとか万能薬とかは記されていない。また、それを厩の入り口に掛けるとか、屋根裏に置いておくと守りになるなどの記述もない。
＜なぜ、ウマにサルだったのか、生物学的に検討してみる＞
　ウマのそばにサルを居させることがなぜウマの無病息災に効果があるとしたのか、実際に古くから両者を厩に飼っていたということはやはりウマにとって良かった、ということはほぼまちがいのないことだろう。うまくいかなければそうした信仰や風習・伝承は残らなかったはずだからだ。
　そこで、自然環境下においてのサル類と有蹄類の生態学的関係や暮らしぶりの中に、サルとウマやウシの相性の良さの要因を探ってみよう。すなわち、近くにサルがいることがなぜウマやウシなどにとって「安心やリラックス、あるいは保護」につながるのか。野外での観察・研究例をみてみよう。
　ウマは、現在は草原性動物の代表格だが、進化史をさかのぼればウマの祖先も森林性の哺乳類であった（シンプソン：1979）。そして古墳時代、大陸からの渡来後、森林の多い日本列島での放牧されたウマの環境は比較的林の多い場所であったことは確かであろう。いっぽうニホンザルも植物食の動物である。ウマやウシをはじめシカ(Cervus nippon)、イノシシ(Sus scrofa)といった有蹄哺乳動物もまた植物食中心の生活をしていることははっきりしている。このことは両者が捕食する・されるという関係にない間柄である。もちろんこのことだけをもって「安心だ」というわけではない。両者の良い関係をいうためには、彼ら同士が自然界の中で同所的に生活することによって、とくに有蹄類の側の生活現場においてサル類が意味をもつ存在であることが観察される必要がある。しかしながらニホンザルとウマが野生状態で同所的に暮らす状態はあまりない。ここでは森林内や林縁部で暮らしていたニホンザルと草原が多い野ウマの関係を、サルとシカの野生状態での関係を解釈の代用として調べ類推してみることにする。
　京都大学野生動物研究センターで「ヤクシマザルとヤクシカの種間関係」と題して、中川尚史氏と松原幹氏の指導で、小沢友理子、増山遥、住栄貴恵、野村知代、下中麻奈美の方々が調査したものが報告されている。この調査研究の結果は、京都大学野生動物研究センターのホームページ　第8回・2006年の活動サル班の報告で閲覧することができる）。そのアドレスパスは以下である。
http://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/stations/yfc/2006/saru/saru_report.html 　　（2009年5月現在）
そしてその「まとめ」として、下中は、
　「以上より、採食行動に関しては、サルとシカの間にはシカにとってのみ利益のある片利共生関係が認められた。その他にもグルーミングや背乗り行動など直接的な種間の社会交渉もみられた。半山でのサルとシカはこうした種間関係のもと緊密になっており、彼らが同時に観察されることが多くなったと、この調査から考えられる。」としている。
　その他にも、屋久島における観察で、ヤクシマザル（若い♀）がヤクシカ（母シカ）の背中に飛び乗ってもまったく平気な様子を写真入りで紹介している（福田史夫氏のホームページ、2009年5月現在）
　また、霊長類との動物の混群現象についての研究では（辻：2008）では、混群を形成する双方の、その生活に及ぼす影響の定量的評価が今後とも必要だとしながらも、これまでの各地の研究から霊長類と他の動物との間でみられる混群の多くは後者だけに利益のある偏利共生的な関係だとしている。
　森林の中で暮らす有蹄類が、樹上を渡るサルの群れの下をついて歩くことが、これらの研究例だけではなく、宮城県金華山のサルとシカの関係や広島県宮島のサルとシカの関係でも観察されている。また南米アマゾンでは樹上を渡るウーリーモンキー(Lagothrix lagothricha)群れの下をペッカリー(Tayassu sp.)の群れがついて歩くという行動が目撃されている(水野:1976）。それはサルたちが樹上で木の実や木の芽、葉などを食べ散らかすという食べ方をしてきたことと関係が深い。サルたちは、皮をむき、ひと囓りふた囓りしては捨て、つぎつぎに手をつけることがよくみられる。その食べ落とした葉や実などは地上で暮らす動物にとってはおいしい食べ物であり、サルの群れについて歩けば容易にゲットできる食糧でもある。その上、サルたちは葉を落とし枝を折り落とす他にもたまには糞をする。彼らの糞には未消化の種子類も含まれ、これもまた先述の屋久島での京都大学野生動物研究センターの調査結果でも観察されており、それをかみ砕くことができる地上の草食獣にとってはよい食糧源だといえる。
　そして、こうした食糧獲得もさることながら同時・同所的にいることは両者にメリットがあるようだ。以下のような推定も可能だろう。サルの群れが樹上で採食に専念し、おだやかにすごしている雰囲気や様子は、視野が限られ嗅覚や聴覚に頼りがちな地上生活者にとって、当面の安全信号でもある。高所にいていち早く遠くの異変を知ることができるサル類の警戒音は仲間へ注意信号であり、急速な移動方向はやってきた”外敵”からの逃避方向でもある。これは当然、草食獣にとっても逃げた方がよいという信号である。そして、ある場面では、両者の立場が逆転し、地上の異変や騒動、草食獣たちの急な移動は樹上のサルたちにとっても危険の兆候を伝えることになる。ここには長い自然史の中で同所的に暮らしてきた彼らの同士の有益な関係があり、それらが習性となって定着していると解釈することができる。自分たちの群れだけではカバーしきれない森の情報は、サルと有蹄類のみならず多くの生物たちのお互いの暮らしが同所的同時刻的に重なるときに得られるはずである。こうした場面が”安心”ということと直結しているという有意味な経験は、そこに暮らす多くの動物たちに瞬時に伝わってゆくとおもわれる。
　こうした関係を想像させるような絵が古い絵図にも出てくる(図．44，45）
　厩に生きたサルを飼うという発想は、たまたま一緒にしておいたら病気もせず異常行動もなく元気であったとういうことがきっかけだったのかもしれないが、上記のような動物たちの関係を、野外で見ていた人が一度一緒に飼ってみたらどうだろうと応用した可能性もある。
　そして試しに一緒の飼ってみたとおもわれる。そして中世・日本でも、中国大陸においても実際にうまいき、この信仰・風習がつづいたというわけである。
＜近世の猿まわし＞
　古来より、人がサルを飼うことはそれほど奇異なことでもなかったであろう。また、馴れたサルを連れて歩き、道行く人に見せるようなこともあったであろう。それを「サルひき」（＝猿曳き）といった(図．46）。サルとヒトとの日常的なつきあいをベースに、この絵で見るように、中世にはサルに芸を仕込みそれを生業とする人々もあった(猿回し、猿廻し、猿舞わしとも書くがここでは、猿まわしと書く）。
　サルを人々の前で舞わして芸を見せ生業にする人がいたことから、平安時代、鎌倉時代に街角でウマと猿まわしのサルが近接して、ヒョイとサルがウマの背中に乗ることもあったかもしれない。
　中世の、厩にサルを飼うという信仰・風習があったことをさきにふれたが、江戸時代にはいると厩にサルを飼う習慣はほとんど見られなくなっていたようだ。これと交替するように“猿まわしが厩の前でサルを舞わせウマの無病息災を祈願する”というやり方がめだってくる。
　さきにあげた柳田国男の「山島民譚集」（p.94）によれば江戸時代、徳川将軍家おかかえの猿屋(猿曳き)がいて幾度となく城内に出頭して馬の病を祈祷したという。本家はもとより年に三度、大小の武家屋敷を回ってサルを回せたという。駿府・今川家では厩師がおり、紀州家では猿舞師、彦根の井伊家には代々の猿屋があったという。また、加賀・前田家、米沢・上杉家にも出入りした「猿舞し」たちがいたことを紹介している。彼らの中には馬医の”術”を持ったものもいたらしく、古来よりウマは飼いにくい家畜とされて、よく怪我をし、病気をし、心理も細やかで扱いが難しく、専門の馬医もいた。もともとこの馬医は博労（ばくろう＝馬喰、伯楽）の仕事であったが、この猿まわしの中にも馬医の役割を果たすものも居たようである。江戸時代にはこうした生業がなりたつほど「サルまわし」は専業化していたことが知られる。
　厩でサルを飼うということは、サルの餌の世話をし、排泄物の処理、、時には騒々しく、死んだばあいは死体の処理、いろいろと面倒なことがついてまわる。サルは家畜とは異なり飼うことは技術的にも難しい。あらたに飼うにも、猛々しい野生のそのもののサルではなく、人にもウマにも慣れた若い個体を入手する必要がある。これも簡単なことではなかったとおもわれる。ウマを飼うことも難しいが、実生活にはほとんど役に立たない、手間のかかるサルを飼うということはその効果や必要性のほかに経済的な余裕がないとできなかったはずである。
　江戸時代が始まるころに渡来した「本草綱目」が厩にサルを飼うことの利を解説していたわけであったが、日本では、もうその役割が猿まわしに引き継がれていたようだ。
　しかしながら、猿まわしによって厩でおこなわれるウマの無病息災、守り、お祓いは、厩にサルを飼うということ(ウマのそばサルがいつもいること)とは意味・役割が異なるものであった。
　近世・江戸後期、厩の作り方や馬の飼い方を説いた書物に、その役割に変化があったことを知る記録がある。
「新しく開いた土地や不浄の土地はなおのこと、一般に、厩舎の区画を決めたら、坊さまにお祭りをしてもらい、本尊には馬櫪神を祀るとよい。祭りの準備に必要なものはしめ縄、二重手掛、神酒、香花などで、身分に応じて行う。　次に猿回しを連れてきて舞わして、おはらいをする。」（p.131-132）」（厩作附飼方之次第：近世後期）
　すなわち厩を新しく作ったときにはお祭りをし、馬櫪神を祀り、サルを舞わすよいとしている。そこにウマをまだ入れていない新築の厩においてサルを舞わすことが馬小屋の邪気災厄のお祓いであったことが推測される。いわゆるウマそれ自身ではなく、厩に対してのお祓いというものに変化しつつあった。
＜厩猿とは　二つ系譜＞
　過去から現代へ厩猿の変化を見てきたが、その特徴からおおきく二つの系譜に分類することができる。
　厩猿の第一の系譜（Ａ）として、中世、厩でサルを飼う方法でウマの無病息災を希求していたタイプがあったことを紹介した。そして近世になって、サルを厩に飼うのではなく、猿まわしにサルを舞わせることによって祈願する形に変化してきたことに書いた。
　二つめの系譜（Ｂ）として、最初に書いた現代の「厩猿」すなわち「生きたサル」ではなくサルの頭骨(手首も)を厩に祀ることによってウマの無病息災を願い、ウマのお守りとするタイプである。
　両者の信仰の最終目的は、ウマ（ここではウシも含む）の魔除け、無病息災、病魔・病疫退散があることは疑いないが、系譜Ａは、サルを飼うことによってウマの病気や気鬱を取ってくれるいわばウマへの実際の“心理的な癒し”の効果が期待されるということである。時折来て舞う猿まわしにも、厩に溜まった邪気のお祓いであり無病息災への祈願・祈祷の年に一度か二度のイベントであったかもしれないが、ウマの気晴らし、気散じという効果もあったとみることもできる。
　のちにウマがいなくても厩にとりつく邪気のお祓い効果が信じられるように、対象がウマそのものから厩という場所・施設に変化していることが特徴である。それが系譜Ｂの、戸口などにサルの頭骨（手首）を掛けるタイプである。厩というウマの住まいや区域の厄除けお守りであって、ウマの五感へ働きかける役目はまったくない。
　系譜Ｂの頭骨タイプの厩猿は日常、厩にあって動かず、邪気や悪いもの、病気や魔物などを寄せ付けない魔除けとしてであり、サルの頭骨を掛けることによって厩を守ってもらっているという、「厩の主人の安心」が効用の中心で、門番的役割も期待している。実際に厩のサル頭骨の役割はウマの無病息災だけではなく、家族・家庭の豊穣や魔除け、商売繁盛、安産などへと期待が広くなっている。
　この、動物の頭骨や手などを家の門や戸口、あるいは村の入り口に掛けておく風習は古く、世界各地でもみられる。一般にそれを「頭骨信仰」ともいう。動物の頭は、動物の体の中でもっとも重要な部分で”霊魂”が宿っているとされ、家の守り、地域の守りとしてなわばりを守る役目をはたしている。
　写真？．は、アイヌの動物観を紹介した文献の中で、飼われていたイヌの頭を「霊魂が宿っている頭蓋は・・・戸口の梁の上に祭って家の番兵をしてもらう。」（図．47　藤村：1995）、というやり方で守り神にしているし、写真？．は、秋田県の戸沢という集落の家の入り口に掛けてあるクマ（おそらく　ツキノワグマ：Ursus thibetanus）の頭骨で、説明には「災難をよけるもの」と書かれている(図．48　太田:1997)。
　頭骨に対する信仰は、ほかにもみられる。写真？．は、1902年（ 明治35年）1月に青森県八甲田山で起きた有名な陸軍第8師団歩兵第5連隊の遭難とき，遺体捜索時に協力した7人のアイヌの人々の写真だが、その説明書きに「各人懐に守り神というキツネの頭骨を入れていた」とある。動物の頭骨がお守りになっている象徴的な例である(図．49）。
　このアイヌにおける頭骨信仰については、つぎのような記録もある（北海道班、児島恭子氏：私信）。
「さらに狐の頭骨を海漁の守護神にしたり、下顎骨で占いをしたりするのも西南部での習わしであって、東北部の釧路、北見、天塩、十勝地方では狐の代わりにイトウやオビラメの下顎骨を使うのは、あるいはこの地方は漁撈を主として、西南部では狩猟を中心とした差異によるものかもしれない」（コタン生物記Ⅱ　P.299）
　動物の頭骨や下顎骨は、お守りや占い、災難よけとして、アイヌの生活に普通に利用されていたのである。
　※他にもこの頭骨に対する独特の信仰は、「サルの頭の黒焼き」がある。すなわちサルの頭を土で覆い紙で包んで炭焼き釜などで焼き、炭化させて薬種として利用するのである。サルの頭の黒焼きは万能薬とされ、医者が見放した難病などに対して用いられ、つい最近まで根強い人気があった。これはヒトに対しての薬という利用であるが、頭骨信仰に属するものと位置づけてもよいであろう。
　東京の野生ニホンザル観察会の井口基氏（私信)は、1984年に八王子市美山町調査のおり、玄関につるしてあったというサルの頭骨を発見している(図．50）。農家の男性(当時57歳）よれば、明治の頃には、美山町近辺の山にはサルがいたといい、この辺りのどの家でもサルの頭骨を「魔よけ」として玄関につるしていたという。「オオカミの頭骨も保存」していたという話も聞いているが確認はできなかったという。
　つぎにもう一つ触れなければならないのがサルの手(多くは左手）を手首から切り離し、厩や自宅玄関の軒下にかけお守りにするタイプである(図．51)。
  「魔よけの役割を果たしてくれるのは、何も頭骨だけに限るのではない。猿の手でもよいのである。三峯川谷の市野瀬付近では、昭和二十年頃までは厩舎内に猿の手が吊されてあるのを、随所で見かけたものだが、博労や荷馬車曳きなど、昭和三十年当時の馬に関連のある業者達も、やはり魔よけに使うために、猟師のもとを訪れて猿の手を貰いうけている。」（先述「猿と馬の相性」松山：1979）
　手もまた独特の力があるとされてきた。とくにサルの手はヒトの手に似ているためヒトの手の働きを象徴化してサルの手にその効果を期待した可能性が高い。このサルの手もまた外部から見る者に、制止や阻止など“たじろがさせる”効果をもっている。この期待される役割はサルの頭骨を祀るのとほぼ同じと見て良いだろう。
　これら獣の頭骨や手のもつ特別な“力”によって、外部から侵入する害意ある病魔や妖怪、災難や不幸、鬼や魔物を阻むという風習は原始的信仰に属する。迷信と言ってもよいが、筆者がこのぶら下げられたサルの頭骨や手を見るとき、見慣れてはいるものの一瞬「ギョッ」とするものがある。ある人は気持ち悪いといい、ある人は脅されたと感じる。見る側が持っている頭骨や手に対するこうした感情やイメージは自らの社会的習慣から培われたものである。そうである以上、外からやってくる“なにものか”に対する効果があると信ずるに足る民俗信仰と位置づけることもできる。
　このように頭骨信仰の形態はかなり広範囲にあった古いタイプの信仰・風習であり、厩にサルの頭骨をかかげる信仰・風習もこれに属するものと考えてよいだろう。
　もともとあった頭骨信仰の中で厩のウマを守るにはサルの頭がよい効果をもたらし、ウマはサルで守るが良いという、生きたサルを飼ってウマの守りとしていた風習とが重なり、ついにはサルの頭を厩に祀ることによってお守りにしようということになったと結論づけられよう。サルの手を用いるのも同様で、もともとあったサルの手をかかげてお守りにする信仰が、牛馬を護る「お守り」として援用されたともおもわれる。
　すでに廃れたしまった系譜Ａの、厩にサルを飼うという方法は、動物には動物を癒す能力があること認めてそれを利用・実行する点で独特であった（※３）。その上、ウマ用のペットとしての役目をサルに求めているようで興味深い。
　これに対して系譜Ｂは、サルの頭に象徴される霊力は厩の主人の信仰にとってほぼ無限であり、建物や施設に対する”守り神”として位置づけが確固としてある。それが伝承されていく限りにおいて効果は生きているといってよく、しかもこの神は、厩の柱に掛けておくだけで効果がある。
　頭骨を厩に祀るＢタイプのみが「厩猿」としていまに残っているが、この厩猿の信仰・風習は日本で独自に発展した民俗文化といえるだろう。
　以上、ニホンザルに対する需要の中身は、「獣に対して需要が高かったから」と一律には論じられない他とは少し異質な内容が含まれる需要だったということができる。それはイノシシやシカ、カモシカ、クマといったどちらかというと食用の肉量への期待のものとは異なり、ヒトに似ているがゆえの需要の質の違いといったものもあったといえる。サルを狩猟する心理的なハードルの高さをかさ上げしていた禁忌やたたり(コラム「サルの祟り」問題など)を超えてまで必要とされる需要をももっていたのであり、そしてその需要の背景には長い歴史的“信仰”をあわせもつ独特のサル観（動物観・自然観）があったのである。
近代化に抗しきれなかった日本の古き良き自然観
　ここまでニホンザルの分布の縮小と地域的絶滅が明治以降の狩猟活動によってひき起こされたこと。その狩猟者の心理、その需要の中身の一端を見てきたが、その背景には古来からの古き良き自然観があった。
古き良き自然観は大きな「欠点」を持った、人類の宝物
　マタギ(猟師)の心理についてみたように、山野の動物たちが持つ能力や霊力を認め、それを敬い、それに助力を求める自然観、動物観は、基本的に「自然は善であり、信頼すべきものであり、畏敬すべきもの＝山の神」という考えが底に流れている。それは厩猿信仰・風習の中にあったニホンザルの持つ力や動物たちの頭骨に象徴される力への信仰にもみられる。「恵みを与え続けてくれる自然であればこそ“奪い取るもの”ではなく“戴くもの”」という関係があり、人間の謙虚な生き方や抑制の利いた態度を創出する可能性をももっていた。そこには、自分が自然から守られ、生かされる側にいるがゆえに自然を敬う。いただき物をありがたがり、もったいないという感謝の念がある。これは、現代人にもまた共通して持っている自然観ではなかろうか。
　日本列島に住む人々は古来、自然の美しさや魅力を理解するという審美的な把握力に長けていたといわれている。
　四季の自然の美しさや豊かさを愛で「冬になれば白一色の死の世界になってしまうが、春が来ればまた再生する」「季節が巡ってくればまた姿を現し、癒しも与えてくれる」「再生される」という耽美的で信仰に似た感覚、それは季節による再生、復活、循環の思想でもある。
　そして「自然の美しさは何物にも代えがたく、自然は知り尽くし得ないものだ」という感覚が現代人の中にもみられる。すなわち自然の美しさは数量的には量れないし量ってもいけないものだ。その「量り」もできず「極める」ことも難しいという理解は容易に「自然は無尽蔵」というイメージにむすびつく。
　この日本古来からみられる自然観と「狩れどつきぬ山の神の恵み」 という自然観（＝循環の思想）は通底しているはずだ。
　たしかに自然の価値は汲めども尽きない悠久無尽であるのだが、そうした思考は、自然物は有限であることに気がつきにくくさせてしまう。こうした自然観からは自然を数量的、科学的に捉えようという思考・価値観はほとんど立ち現れてこない。ましてや「資源」などという概念とは無縁のものである。
　このような特徴的な自然観の中にこそ獲り尽くしを招来してしまう大きな要因があったのではないか。それどころか「未だに狩り尽くしてなどいない」という感覚が揺曳しているのではないか。
　狩猟者たちは、目の前の情報や細かな分析的情報には敏感で、特異で、プロフェッショナルで、かつ愛情深いのだが、知らず知らずの間に獲り尽くしにいたる機械的な作業が展開されてしまう可能性も内蔵していまいか。
　いっぽう江戸時代、「お留山」など藩主の楽しみである猟を実施し、獲物を確保するための規制があった。数量的にみれば、しかも結果的みれば「保護効果」があったという意見も散見される。しかしながら、これは「お上の者＝支配層」のみに優先された「狩りのための獲物占有・囲い込みの政策」だったのであって、明治以降の一般猟師たちの「獲物を捕るのは早い者勝ち」となんら違わない価値観・性質のものといえる。しかも藩主による「狩り」が暴走すれば容易にかつより大規模に地域的絶滅にいたる性質の“もの”であった。藩政時代の強圧的な歯止めは、明治維新という新しい経済的構造をもった価値観が入ると跡形もなく消し飛んでしまう。歯止めが強かったが故に外れたときの反動も強い。暴発的な行動を招来した性質もあわせもっていたともいえるのである。
　類似する次のようなエピソードを、お隣の国、中国の資料で見ることができる。
　「　1950年代以来(中国)祁連地域において、大規模な森林伐採が行われてきた。それが「略奪的」であったがゆえに、生態系は破壊されてしまった。1990年に入ってから森林などは保護対象となった。森林伐採は、自然は人間によって「征服」されるべきものとの認識にたっておこなわれたものであり、伐採と保護は相反するかのようにみえる。しかしながら「人間は自然を保護すべきだ」という認識はそもそも人間と自然は異なる（ほとんどの場合は)対立項に位置する存在であるという観念に基づくものである。そういう意味で「征服」も「保護」も同一観念に基づく行為であり、同一観念の時代に応じた異なる現れだといえる。他方、諸々の伝説やタブーに代表されるように、地域住民は木を倒すことを人間を殺すことに等しいと認識し(※）、自然と人間をほぼ同一視する文化を持つ。彼らは自然を「敵」としてみてもいなければ、守るべき「対象」とも考えていない。「自然認識」という言い方が彼らのなかでも成り立つとすれば、彼らの「自然認識」の特徴は自然を客体化しないという点にあり、こうした態度が結果的には，自然に対する人間の欲望を制御する機能を果たしたといえる。」「それゆえに、自然と調和してきた彼らは自然から排除されようとしている。・・・　」（シンジルト：2005)　（※この部分には筆者も共感するものがある。図．52-1.2）
　なぜこの美しい自然観が自然の「保護」という動機や活動に結びつきにくいのか。残念ながら、この価値観であるがゆえに、自然を守る側には立たないし、立てないという性質のものなのである。管理する側(＝神）に近いこの立ち位置は、自然の上に自分を置く位置であり、おこがましくも能力を超えた不遜な立ち位置なのだということが、神(＝自然）をあがめるが故にかたくなに認識される。日本人は「自然を管理する」というフレーズが嫌い(苦手)である。この不遜な思考に通じるものがあると認識されるからと考えられる。
　この、自然を数量的、物量的に捉えようという習慣がなく、感覚的、審美的な把握が先行しがちな自然観はかつて豊かな自然を背景とした東洋的自然観（対置される西洋にも古代そのような時代があったであろう。）に共通した広がりをもっていたのではないだろうか。
　シンジルト氏が指摘するように“自然を客体化しなかった思考と生活態度”が、それ以前には自然と人間生活の調和を維持していたことは間違いない。しかしながら、著者がここで紹介しているのように、残念ながら外圧(略奪的伐採）には抗することはできなかった。すなわち外から来た異なる価値観（ここでは「自然は人間によって「征服」されるべきもの」との認識。森林の大規模伐採で早く利益を生みだそうとする価値観）にはほとんど無力だった。たとえそれが暴力的略奪的なやり方でなかったとしても、日本のマタギ社会で明治維新後に起こったような拝金的思考や商業的圧力であったとしてもやはり抗うことはできなかったであろう。自然を客体視しないプリミティブな社会では、外来の価値観をも大いなる環境の一部としてとらえ、基本的に拒否せず、理解し受け入れようとする傾向にあり、おおむね“まれ人”には寛容な世界観でもあるのである。
　では、どうすれば新来の価値観を「自然との調和」のなかで評価し、「否」と抵抗し、その外圧の不備と非先見性を指摘し抵抗することができるのか。この判断ができるようになれば、たとえ現場での暴力的略奪には逆らうことはできないにしても、その行為の後ろにある思考の欠点や政策の不備、招来する「災害」を指摘し、実施に対抗することができよう。
　ここですぐに「自然資源の保護」という考え方などが安易に浮上する。しかしながら「自然資源の保護」という考え方が市民権を得るには、「自然資源」というものが誰か（殿様や会社、或る国家など）の専有物ではなく、関係する社会全体が共有しているものであり、地球的な規模の存在であるという認識や価値観が社会全体に育っていなければならない。しかも「保護」という思考を認知するには「自然から恵まれる側」という思考や立場から脱却することが不可欠となってくる。もちろん神としてではなく、その構成員の一員としてである。それが「自然に対する客体視」の中身であろう。
１．自然を観察し、護るのは神ではなく自分であること。
２．自然が、自分の周りの者につながる広い社会・世界が生きていくために、無くならないようにするために護るという、自然は個人のものではなく、社会的な存在であるという認識が必要であり、その上に「自然は有限である」という理解が必要なのだ。
３．そして、「自然の一部としての人間」ということに思いいたることによって、守らねばならないと初めて自覚できるのであろう。
　人類による直線的な消費社会の弊害が指摘されて久しい。その反省に立って、「自然は循環している」のだという自然理解をもとに、その自然の循環システムを評価し、それを手本とした生活スタイルにすることによって、社会システムを構築し、有限な資源を持続的（無限に）に利用可能なシステムを作ろうという目標が立てられる。循環の思想は、自然の真価を評価するにはふさわしく、不可欠な思想である。その中に「自然は有限である」という概念を入れ込むには発想の転換も必要だ。
　情緒豊かで、対等感・同情感をあわせもった自然観は、ヒト以外の他者（生物的自然）の存在の根源的肯定のために有意義だ。そして自然を客体視し、分析し、数量的な把握、納得のうえでの対策は、自覚・覚醒した事態理解のために有効である。
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図．５   1960年(昭和35年)頃
図．６  1978年(昭和53年)修正
図．７  下北半島　1923年頃の生息情報
図．８  下北半島　1960年頃の生息分布
図．９  下北半島1980年頃の生息分布
図．１０　青森県、岩手県、秋田県三県の江戸時代末期の情報をあわせた図
図．１１　島根県1923年頃の生息情報分布図
図．１２　島根県1953年頃の生息情報分布図
図．１３　島根県1960年頃の生息情報分布図
図．１４　島根県1978年頃の生息情報分布図
図．１５　山口県江戸時代末期1840年頃の生息情報分布図
図．１６　山口県1923年頃の生息情報分布図
図．１７　山口県1953年頃の生息情報分布図
図．１８　山口県1960年頃の生息情報分布
図．１９　愛知県犬山の大正頃の推定分布
図．２０　愛知県犬山の昭和初期頃の推定分布
図．２１　愛知県犬山の1955年頃の推定分布
図．２２　1889年（明治22年）側図の犬山の丘陵地域の植生図　ほとんどが荒れ地の記号である
図．２３　愛知県のはげ山　平野部近郊の丘陵地帯がほぼはげ山になっていた。犬山は愛知県の最北部に位置する。(愛知県林業部)
図．２４  1896年（明治29年）側図の犬山栗栖地域の植生。針葉樹のマークがまばらに記入されており、植林が進んだと推定される。
図．２５　1935年（昭和10年）ころの栗栖の山。木曽川上流から下流にむかって写した航空写真。左岸の山が栗栖の山。尾根の山道がはっきり見え植生は矮小であることが推定できる。この頃サルの群れは生息していた。
図．２６　1935年（昭和10年）ころの犬山の丘陵地。荒れ地が目立ち、黒く写っている部分は矮小な松林である。
図．２７　1880年（ 明治13年）に刊行された尾張名所図会の丹羽郡栗栖村の項にはサルの情報があり、サルの絵も描かれている。
図．２８　サルが描かれた部分を拡大したもの
図．２９　1947年(昭和22年）極東米軍空撮の犬山・栗栖地区．栗栖の山の植相が回復基調にあることがわかる。
図．３０  近世末期(江戸時代末期)の山口県地方内陸部の植生　白枠地名はサルの生息記録があった村
図．３１　近世末期(江戸時代末期)の山口県地方内陸部の植生　白枠地名はサルの生息記録があった村
図．３２　近世末期の山口県地方の土地利用状況。禿げ山が多い。
図．３３　1923年（大正１２年）ころの島根県山間部のサル猟
図．３４　大正３年(1914年)側図　大日本帝国陸地測量部．（薄い緑＝広葉樹、濃い緑＝針葉樹、中間緑＝混交林、茶色＝荒れ地、黄色＝竹林）．横線部分＝1923年（大正12年）のニホンザル生息地
図．３５　大正３年側図　大日本帝国陸地測量部．（薄い緑＝広葉樹、濃い緑＝針葉樹、茶色＝荒れ地、黄色＝竹林）．横線部分＝1923年（大正12年）のニホンザル生息地
図．３６　1947年（昭和22年）極東米軍が撮影した十和田湖の森．昭和11年に国立公園に指定。ほぼ手つかずの天然林が残っている。左写真の白い枠を拡大したものが図．３６－２である。
図．３７ サル突き槍　全長２m８６Cm、穂先は約15センチ．斎藤フサヨおばあちゃん(右）とお嫁さん　由利本庄市石沢地区で（2007年2月）
図．３８　秋田県北部で採集された、ニホンザルの毛皮　鞣し、布で裏打ちされている。
図．３９　現代の厩猿（頭骨　岩手県）
図．４０　現代の厩猿（左手　三重県）
図．４１　東北地方の厩猿(サルの頭骨＋手骨)残留地
図．４２  岩手県久慈市山形村　蒲野喜悦さん宅の厩猿
図．４３　石山寺縁起に描かれた厩のサル
図．４４　大和名所図会　泊瀬の雄略天皇の遊猟図．想像図ではあるがシカの角しがみついて逃げるサルの姿が描かれている。
図．４５　その拡大部分
図．４６　中世のサル曳き
図．４７　アイヌの家の戸口を守るイヌの頭骨（藤村久和：1995から）
図．４８　戸口に災難よけとして掛けられたクマの頭骨（秋田県　太田雄治：1997から)
図．４９　大正時代、八甲田山遭難時救援隊のアイヌの人々は懐に、お守りとしてキツネの頭骨を入れていたという。
図．５０　東京都八王子の玄関にかけられてあった頭骨（井口基氏による）
図．５１　三重県紀和町の民家、かつての牛小屋に掛けてあったサルの手
図．５２  チェーンソーでソウメイヨシノ（＞50年もの）を申し訳ないといいながら5～6本伐り倒し、夕刻体調が悪くなった筆者。単なる筋肉疲労だったか（笑）．牡丹伐って気の衰えし夕べかな　　蕪村．春の夜や昼雉子うちし気の弱り　　太祇
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